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独立行政法人中小企業基盤整備機構 平成１７年度業務実績評価表                          

                                       
中期目標 中期計画 １７年度計画 １７年度業務実績 評価 コメント 

 

前 文 

 

中小企業総合事業団、地域振興整備公団、

産業基盤整備基金の機能を統合して設立さ

れる中小企業基盤整備機構（以下「機構」

という。）は、中小企業者その他の事業者

の事業活動に必要な助言や研修、資金面の

支援、地域における施設の整備、共済制度

の運営等の種々の施策を実施し、その事業

活動の活性化のための基盤を整備すること

を目的としている。 

これまで、中小企業総合事業団において

は、専門人材による経営支援や人材育成、

ベンチャーファンドの活動促進、共済事業

の推進など、主にソフト面から中小企業の

活動を促進する業務、地域振興整備公団に

おいては、産業用地の整備や賃貸施設の整

備・運営などハード面から地域産業集積の

形成など地域経済活性化を図る業務、産業

基盤整備基金においては、構造改革加速化

のための政策課題に対応した債務保証や出

資などの資金供給面での業務をそれぞれ実

施してきた。これらの業務は、事業活動の

活性化のための基盤整備として相互に関連

しているものであり、また、その実施に当

たっては企業経営に関する専門的な知見の

蓄積が不可欠である。このため、機構は、

これらの法人に蓄積された人材や資産、こ

れまでこれらの法人における業務の実施を

通じて蓄積された専門的な知見を集中し、

また、さらにその専門性を強化しつつ、一

体的な事業展開を実施することにより、こ

のような基盤整備のための施策実施機関と

して、その施策をより効果的に遂行してい

くことが求められる。 

我が国経済は、経済構造の改革が徐々に

進みつつあるものの、次の時代の牽引役と

なる新たな産業が十分具現化しておらず、

また、大企業に比べて中小企業の景気の回

復が遅れがちであるなど、先行きには未だ

不透明感がある。特に地域経済は、グロー

バル化の進展による生産拠点の海外移転等

が進展する中、地域経済を支える既存産業

が地盤沈下を起こし、地域経済の核となる

べき新しい芽も十分には育ってきていな

い。 
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このような中で、機構は、 

①創業ベンチャー、既存中小企業等の新事

業展開を促進するため、人材、施設、資

金技術等の経営資源の調達支援や、新事

業展開の支援を行う民間機関等の活動促

進等を行う。 

②中小企業その他地域に密着して活動する

事業者の経営基盤の強化を図るため、個

々の経営者が日常的な取組の中で経営上

の課題に対応していけるよう、研修の実

施や相談体制の充実、産業集積の活性化

促進等を行う。 

③経営環境の変化への適応の円滑化を図る

ため、自主的な取組だけでは対応が困難

な中小企業の再生支援や、連鎖倒産防止、

小規模事業者の事業廃止等の円滑化のた

めの共済制度の確実な運営等を行う。 

 この際、地域経済の自律的発展を促進し

ていくため、機構はこれらの業務により、

それぞれの地域が抱える課題に対応しつつ

地域の保有する産業資源を発掘し、それを

いかして、地域における特徴ある産業集積

の形成を促進していくことが重要である。

また、政策課題に対応した民間の取組に対

して、出資・債務保証等の業務を着実に行

う必要がある。  

さらに、機構は、個々の事業者がこれら

のサービスを、関連する他の支援機関の機

能と連携して活用できるよう、各種施策情

報を提供する体制の強化を図る。期限が定

められた業務については、適切な工程管理

と業務運営により円滑に事業を終了してい

くことが求められる。 

地域における事業の実施に当たっては、

機構は、国の地方支分部局や地方自治体と

連携していくことが必要であり、特に、産

業クラスター計画など地域の特徴をいかし

た活性化のための政策を推進し、産学官の

広域的ネットワークの形成等に取り組んで

いる経済産業局の施策に十分協力・連携し

ていくことが重要である。 

また、機構がこのような機能を発揮して

いくために、施策の利用者と直接接する業

務を行う部門を糾合した地方組織を各地域

ブロックの拠点となる都市に設置するな

ど、利用者との接点を重点強化し、施策の

利用促進や要望の把握を行いつつ施策を実

施する。このような取組により、ニーズの

把握の体制を充実させ、さらにこの情報を

施策の改善へと反映させていくことで、施

策の質的向上を図る。  
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機構は、これらの事業を通じて、中小企

業の事業活動の活性化及びそれを核として

地域経済の自律的発展等を支援し、ひいて

は、我が国経済の活性化を進める。 

 

 

１．中期目標の期間 

 

中期目標の期間は、４年９か月（平成１６

年７月～平成２１年３月）とする。 

 

２．業務運営の効率化に関する事項 

 

 

（１）政策目標に対応した機動的な組織運営 

 

・機構の組織は、その目標の実現のために業

務の改善や新たなニーズに即応した事業が

機動的に実施されるよう、政策目標ごとに

大くくり化され、部門間の壁を極力廃した

柔軟な組織運営を行い、有機的に連携した

意思決定と業務の効果的な実施を図る。 

・利用者との直接の接点となる部門の体制及

び権限の強化を図るとともに、各地域にお

いて、経済産業局、地方自治体、他の中小

企業支援機関等との連携を強化する。 

・期限が定められた業務については、その確

実な遂行のための体制を採る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１．業務運営の効率化に関する目標を達成す

るためにとるべき措置 

 

（１）政策目標に対応した機動的な組織運営 

 

・統合前の三法人における事業実施体制にと

らわれることなく、政策目標ごとに大括り

化して三法人の事業の融合化を図り、事業

実施において統合効果を最大限発揮できる

よう、各部門の目指すべき政策目標に即し

た効率的な組織体制を構築する。 

・ニーズに合った事業を行い成果を挙げている

部門や戦略的な事業強化が必要な部門の組織

や人員配置を厚くするなど、事業の評価及び

企画立案のプロセスにより行われる事業体系

の変更に組織体制や人員配置を柔軟に対応さ

せるとともに、迅速な意思決定が図れるよう

組織のフラット化を推進する。 

・利用者との直接の接点となる支部等につい

ては、全職員の５割以上を重点的に配置し、

外部人材を積極的に活用するなど事業実施

体制を強化するとともに、決定できる事項

の範囲を拡大し、裁量の範囲を明確化する

ことにより、機動的な事業運営を行う。ま

た、機構は、経済産業局が構築する地域に

おけるネットワークの中で、その専門的な

知見を活かして、関係機関との間の連携、

強化を図る。 

・産業用地分譲業務については、期限までに

確実に分譲等を進めていくため、本部と地

方部局に事業規模に応じた適切な体制を置

いて連携をとって事業を進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.業務運営の効率化に関する目標を達成す

るためにとるべき措置 

 

（１）政策目標に対応した機動的な組織運営

 

平成１７年度は初年度に蓄積された組織運

営体制を基礎として、支部体制の一層の充

実等利用者本位・地域密着支援のさらなる

推進、独立行政法人化・統合・支部設置と

いう変化の組織・職員への浸透などを通し、

中期目標・中期計画に掲げた成果創出に向

けた組織運営体制を構築することに重点を

置く。 

 

① 政策目標に即した効率的な組織 

 

前年度に大括り化した組織体制と人員配置

を、新たな政策課題及び中小企業のニーズ

や地域の特性、重点項目に対応して機動的

に見直す。また、組織運営にあたっては、

前年度に引き続き、関連する事業部門間の

連携、意思決定の迅速化、効率的な業務遂

行に留意する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１.業務運営の効率化に関する目標を達成す

るためにとるべき措置 

 

（１）政策目標に対応した機動的な組織運営 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①政策目標に即した効率的な組織 

 

■ニーズに即した機動的な組織・人員配置の

見直し（中小企業・地域の支援ニーズ、新

たな政策課題等に機動的に対応） 

○中小企業・地域の支援ニーズに対応 

・「北陸支部中小企業・ベンチャー総合支援

センター」及び「沖縄事務所」を設置（１

７年４月） 

・国際化に関するニーズの増大を踏まえ「国

際室」を設置（１７年４月） 

・北陸支部に「共済推進室」を設置（１７年

１１月） 

・産業用地の利活用に資する地域プロジェク

トを発掘するため「地域プロジェクト推進

室」を設置（１８年１月） 

・支部機能のさらなる強化のため支部に「企

画調整部長」を配置し、企画部内に「支部

支援室」を設置（１８年４月） 

・南九州地域における支援ニーズに効果的に

対応するため「南九州事務所」を開設（１

８年４月） 

○新たな政策課題に対応 

・新連携への支援を円滑に推進するため「新

連携推進室」を設置（１７年７月） 

・モノ作り基盤技術支援の円滑な実施のため
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支部の設置、職員の支部への重点配置

という平成１６年度に構築した仕組みを

活かし、利用者との接点の機能強化や利

用者のニーズに応えるべく、サービス改

善を行うためのＰＤＣＡサイクルの充実

が図られた。また、中期計画にない新連

携事業を始め、利用者の新しいニーズに

積極的に対応するため、組織・人員を機

動的に見直し、他機関との戦略的な連携

の強化、効率的業務遂行を目指すための

アウトソーシング等を行ったことは高く

評価できる。更に、経費面においても計

画を上回る削減率を達成したことから、

業務運営の効率化については、【Ａ評価】

とした。 
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経営基盤支援部に「モノ作り基盤技術支援

室」を設置（１８年１月） 

・まちづくり支援の円滑な実施のため地域連

携推進Ｇに「まちづくり支援室」を設置（１

８年１月） 

○組織の機能拡充と経営課題への迅速な対応 

・全機構的な産業用地営業体制強化のため産

業用地部内に「営業推進課」を設置（１７

年４月） 

・情報システムの最適化とその強化を図るた

め、ＣＩＯとＣＩＯ補を新設（１７年６月） 

・ナレッジマネジメント推進のため「経営支

援情報センター」を新設（１７年７月） 

・外部人材の活用・評価等を適正に行うため、

人事厚生Ｇ内に「外部人材活用支援室」を

設置（１７年７月） 

・経理部門の人員配置・業務実施体制を見直

し（１７年９月） 

・情報システム基盤強化のため「情報システ

ム基盤センター」を設置（１８年４月） 

○事務所・開発所の計画的統廃合 

・山口事務所、高知事務所について１７年度

末で閉所 

・用地分譲業務を行っていた鹿児島事務所を

いちき串木野から鹿児島市内に移転し、南

九州事務所として機能強化（１８年４月） 

 

■利用者との双方向のアクセス強化 

○顧客ニーズを踏まえた事業の実施（利用者

の受信強化、ＰＤＣＡへの反映） 

・「お客様の声」「利用者アンケート」を利

用することにより顧客ニーズ・顧客提案を

広く取り入れ、顧客の立場に立った事業の

改善を実施（専門家派遣、大学校研修、共

済事業等） 

・利用者が自由に意見、クレーム等を送れる

よう各窓口にお客様用の葉書を設置 

○利用者フレンドリーなサービス提供 

・利用者の立場に立った事業改善（平日１９

時までと土曜日に電話相談を受付（何でも

相談ホットライン（１２月～）、共済相談

室（１月～）→１６２件の相談(３月土曜日

の平均相談件数)）、経営相談予約システム

の改善等） 

・大阪駅前に機構の施策情報等を発信するＰ

Ｒセンターを開設（１月） 

・地方利用者へのサービス向上（東京の専門

家によるＴＶ電話相談の導入、本部からの

支部専門家支援強化） 

 

■部門の壁の排除等を通した組織の一体化強
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② 支部等の体制強化 

 

利用者との直接の接点となる支部等に全職

員の５割以上 

を重点的に配置するべく人員をシフトさせ

る。 

また、新たな政策課題や地域ごとの支援

ニーズに対応して、北陸支部中小企業・ベ

化（組織融合の一層の促進） 

○組織横断的な課題対応、ノウハウ共有化を

図るべく各種タスクフォースを設置 

（関連する事業部門間の連携、意思決定の迅

速化、効率的な業務遂行） 

・機構の基本理念、経営方針、行動憲章を提

言し全職員に周知 

・効果的な広報を実施するため広報戦略を策

定 

・業務全般の改善のため業務サポート会議に

おいて対応策を検討し迅速な業務改善を実

行 

・外部人材の効率的活用を図るため外部人材

制度委員会を設置 

・効率的な会計経理業務を実現するため経理

業務改革タスクフォースでの検討を実施 

・資金関連業務（資金運用、債権管理等）の

課題対応・知見共有化のために資金関連業

務連絡会を開催 

・電話相談業務のサービス向上とコスト削減

を図るため電話応答等に関する研究会での

検討を実施 

・決算遅延の原因究明を踏まえ再発防止策を

策定 

 内部統制、全組織的な工程管理の徹底、進

捗管理体制を強化（役員会での進捗管理の

実施） 

○全機構的なコンプライアンス体制を確立す

るためコンプライアンス委員会を設置 

○ＴＶ会議の積極的活用により、本部、支部

間のコミュニケーションの向上促進を図る

とともに意思決定の迅速化を推進（役員会、

各種連絡会議等１８０回開催） 

○出身母体の旧法人にとらわれない人事異動

の推進と事業研修の実施 

 

■意思決定の迅速化 

・役員会の開催を月１回から月２回に頻度増

加 

・ＴＶ会議の積極的活用により、本部・支部

間コミュニケーション向上を追求 

 

 

②支部等の体制強化 

 

■支部機能の充実と柔軟性・機動性向上（機

構職員の５割以上を配置）  

・１８年４月１日現在で本部４１７名、支部

４３６名（５１．１％）の配置 

 （※１７年４月１日現在では本部４２３名、

支部４３０名（５０.４%））  
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ンチャー総合支援センターや沖縄事務所を

設置するほか、経済産業局等他機関との人

的交流などにより支部の体制を一層充実さ

せるとともに利用者からのはがきなどによ

り支援ニーズ、クレーム等を迅速・的確に

把握し、ニーズに対応したきめ細やかな支

援や関連の情報をワンストップで提供でき

る体制とする。 

 さらに、中小企業大学校、事務所及び開

発所を含む支部の人員を柔軟に活用するこ

とにより支部に求められる機能を一層効率

的・効果的に発揮し得る体制を構築すると

ともに、本部と支部の役割分担の一層の明

確化、予算の支部活動への重点活用、ＴＶ

会議の活用も含めた支部のバックアップ体

制の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・支部機能のさらなる強化のため支部に「企

画調整部長」を配置 

 

■支部が活動しやすい環境作り（支部への権

限委譲と本部のサポート） 

・チャレンジ事業（顧客ニーズを踏まえた支

部独自事業）への柔軟な予算配分 

・支部長会議、支部担当者会議などを通して

意志の疎通を促進 

・ＴＶ会議システムの本格導入（機構のネッ

トワークを活かした事業展開をサポート） 

・本部企画部内に「支部支援室」を設置 

 

■地域ごとの支援ニーズに対応するため支部

所在地以外でのプレゼンスを強化 

・沖縄事務所の設置（１７年４月） 

・地元自治体との連携により松山市（７月）、

岡山市（１１月）にサテライトオフィスを

設置 

・支部所在地以外での支援ニーズに応えるた

め、関係機関との連携体制を構築 

・シンポジウム、セミナー、出張相談会等を

積極的に実施 

・事務委託等を積極的に活用し遠隔地での営

業活動を強化 

 

■支部におけるチャレンジ事業（顧客ニーズ

を踏まえた支部独自事業）の推進 

～各支部が各地域の中小企業・地域ニーズ

を吸い上げ独自色ある事業を実施～ 

（チャレンジ事業事例） 

・北海道支部：北見市が取り組む地場農産品

の高付加価値化を支援 

・東北支部：モノ作り産業を中心とした会津

のネットワークづくりをサポート（ＴＶ番

組化し放映） 

・関東支部：証券取引所と連携し中小企業・

投資家・証券市場連携セミナーを実施（来

場者３８８人） 

・中部支部：中部経済産業局、県、金融機関

との連携により地域中小企業施策の説明会

（支援キャラバン）を実施 

・近畿支部：大阪駅前にＰＲセンターを開設

し施策情報を提供、地域関係機関と連携し

た弁護士相談会の実施 

・中国支部：合併間もない安来市の産業振興

施策の立案支援 

・四国支部：社団法人徳島ニュービジネス協

議会との連携により学生等を対象としたビ

ジネスプランコンペを開催 

・九州支部：九州経済産業局及び九州農政局
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③ 関係機関との連携強化 

 

前年度に引き続き、経済産業局が構築する

地域におけるネットワークの中で、関係機

関との連携を一層強化する。特に平成１７

年度においては、経済産業局が重点を置い

て実施する新施策（新連携、販路開拓、中

心市街地活性化など）について、支援機関、

地方自治体や民間機関との連携を緊密に図

りながら的確に事業を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④ 産業用地分譲業務の体制整備 

 

前年度に整備した業務体制において、本部

と地方部局とが連携して事業を進めるとと

もに、効率的な事業運営が行えるよう、分

とタイアップし農工連携をテーマとしたシ

ンポジウムを開催（農工連携の推進） 

 

 

③関係機関との連携強化 

 

■他機関との一層の連携強化 

○経済産業局との連携による新施策（新連携

事業）の実施・推進 

・支部内に新連携支援地域戦略会議事務局を

設置 

・新連携への支援を円滑に推進するため、各

支部及び沖縄事務所に新連携支援プロジェ

クトマネージャーを配置し支援体制を強化 

○地域の関係機関との連携により中小企業・

地域のニーズにあったきめ細やかな支援を

実施 

（地方自治体、金融機関、支援機関等と連携

し、中小企業・地域のニーズにあったきめ

細やかな支援を実施）  

・関係機関との連携強化 

経済産業局や支援機関との定期連絡会を開

催 

地域における金融機関との事業連携の強化

（各種セミナーの共同開催、各種情報交換

等） 

技術支援ネットワークを拡充（新政策の円

滑な推進のため産総研、公設試、高専等と

の連携強化） 

東京商工会議所、日本商工会議所を始めと

した支援機関との連携強化 

業種別の懇談会の実施（非製造業業界団体

（６団体）、製造業業界団体（５団体）） 

○ 関係機関との業務提携の推進 

（１７年度業務提携機関 ４５機関） 

［地方自治体］東京都、松山市、岡山市、

荒川区 

［金融機関］国民生活金融公庫、埼玉りそ

な銀行、静岡銀行、群馬銀行、

広島銀行等（３５機関） 

［証券取引所］ジャスダック証券取引所 

［支援機関］大田区産業振興協会、福岡県

産業科学技術振興財団等（５

機関） 

 

 

④ 産業用地分譲業務の体制整備 

 

○分譲体制の強化 

・全機構的な産業用地営業体制強化のため産

業用地部内に「営業推進課」を設置（１７
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譲体制の点検を適宜行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

⑤ 積極的・効果的な広報活動 

 

組織及び各事業の認知度の一層の向上を図

るため、外部の有識者の意見を得つつ各種

媒体の特性を有効に活用した広報活動を積

極的に展開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

年４月） 

・産業用地の利活用に資する地域プロジェク

トを発掘するため「地域プロジェクト推進

室」を設置（１８年１月） 

○事務所・開発所の計画的統廃合 

・山口事務所、高知事務所について１７年度

末で閉所 

・用地分譲業務を行っていた鹿児島事務所を

いちき串木野から鹿児島市内に移転し、南

九州事務所として機能強化（１８年４月） 

 

 

⑤積極的・効果的な広報活動 

 

■戦略的な広報活動の実施（中小機構の認知

度向上及び各事業のＰＲ・成果普及） 

○組織横断的なタスクフォースを設置し効果

的な広報を追求 

・各種事業、事業成果等を積極的に情報発信

（ＴＶ・ラジオＣＭ、新聞、インターネッ

ト、雑誌広告等） 

・機構紹介用ＤＶＤ、パネル等を作成（イベ

ント等で活用） 

（新聞等） 

・機構の事業成果、取り組み内容を効果的に

情報発信しＰＲ 

・理事長、支部長等による地域報道機関への

情報発信を強化  

機構関連記事掲載 １０９３件 

理事長インタビュー・理事長コラム等掲

載 ２３件 

・新聞社等と連携をした広報活動の実施（タ

ーゲットを絞った広報、フォーラム・セミ

ナー等の開催と連動した広報） 

（ラジオ） 

・ラジオ番組により中小企業施策情報を提供 

ＴＢＳラジオ（「大沢悠里のにっぽん元気

カンパニー」全国４７都道府県（３４局ネ

ット））にて、中小企業施策情報を提供す

るとともに、元気な中小企業を紹介、経営

のキーワードをわかりやすく分析し解説 

・理事長のラジオ出演（ラジオ日本「オトナ

の情報マガジン」（１８年３月７日放映）） 

（テレビ） 

・ニーズを踏まえた効果的広報の実施 

・「小規模企業共済」をＰＲするＴＶコマー

シャルを確定申告時期に集中的に実施 

 

○地方の特色を活かした発信 

・地方紙を活用した効果的広報を実施（機構

の事業成果、取り組み内容を効果的に発信） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9 

 

 

 

 

（２）人的資源の有効活用 

 

・職員に対する研修の充実のほか、地域にお

いて利用者と直接接する業務に重点的に人

材を配置し、それを通じて現場感覚の先鋭

化を図り、事業の企画・立案・実施能力の

向上を図るとともに、職員のキャリアパス

を構築し、計画的に必要な人材の育成に努

め、機構全体としての知見の蓄積・強化を

確保する。 

・業務の専門性の高い分野においては、知見

を持った外部の人材の積極的な登用を図

る。 

・経理、人事などの管理業務については、専

門性を有する外部機関の活用等アウトソー

シングを進め、業務の効率化及び体制の合

理化を図る。 

・職員から納得の得られる公正で多面的な業

績評価制度を構築し、その評価結果を処遇

に適切に反映する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人的資源の有効活用 

 

・人材育成については、利用者と直接接する

部門を中心に経験を重ねることに重点を置

くことにより、専門性の高い人材を育成し、

機構の業務遂行能力の向上を図る。 

・中小企業の支援に関わる民間事業者や経済

産業局等公的支援機関との人的交流を積極

的に推進し、施策の有機的連携や事業実施

情報の共有化を促進する。 

・時代の要請に対応した企業の経営課題への

対応力やコンサルティング力など、即時性

と高い専門知識が求められる領域（例えば、

ﾌｧﾝﾄﾞ出資に係る金融知識等）について任期

付き採用制度等の活用により積極的に外部

人材を登用すること、定期の新卒採用にこ

だわらない多様な職員採用方法を用いるこ

と、これらの人材について専門知識や経験

を踏まえた処遇方針を明確化すること等に

より、機構全体としての専門性・多様性の

確保・強化を行う。 

・業務の合理化と効率化を推進するため、経

理、人事等の管理部門を中心として、適切

な監督の下に外部専門事業者等を活用する

ことによりアウトソーシングを進めるなど

して、管理部門の職員数をさらに削減し、

利用者と直接の接点となる部門への人的資

源の重点配置を促進する。 

・機構の目標の明確化とその共有化を図ると

ともに、各職員に求められる任務を明確に

し、自主的、主体的な業務への取組みを促

進させる。職員の業績評価については、成

果主義と能力主義を併用して客観性の高い

制度とするとともに、評価者訓練の実施等

を通じて納得性の向上に努めた運用を行

い、処遇に適切に反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）人的資源の有効活用 

 

① 人材の活用と養成 

 

・平成１７年度研修計画に基づき、業務遂行

能力や専門能力の向上、人材や事業の相互

理解、独立行政法人を巡る諸制度について

の修得を促進するため各種研修を実施す

る。また、独立行政法人化に伴う組織運営

等の変更を体感できる機会を増進させるべ

く職員のプロセス参加を推進する他、特定

のテーマについての部門横断的なタスクフ

ォースの運営を推進することにより、人材

の有効活用を図るとともに、職員の意識改

革を進める。 

・平成１７年４月の組織変更を踏まえ、専門

職制度の運営面等実務的観点から取扱いを

十分に検討し、導入推進を図るなど計画的

なキャリアパスを通した人材の育成を推進

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

② 人材の専門性・多様性の確保 

 

・共済制度４０周年事業の地方紙４７紙への

広告 

 

 

（２）人的資源の有効活用 

 

①人材の活用と養成 

 

■内外トータルの人材活用（職員と外部人材

との役割を明確化し、職員の育成、外部人

材の効果的活用を推進） 

・研修の体系的効果的実施を目指し研修調整

会議を開催し、１８年度研修実施方針、研

修計画を策定 

・目標管理制度の本格導入（１７年度実績に

ついては１８年度賞与へ反映） 

・職員の専門性をより一層高めるため、人材

育成方針や職員のキャリアパスを踏まえた

専門職制度を検討 

・専門家、嘱託等の外部人材の管理、評価等

の標準化につき、１８年度上半期内の実施

に向け検討中 

 

○各種職員研修を積極的に実施（職員の意識

改革、専門性・業務遂行能力の向上）   

・職員のさらなる意識改革のため、役員自ら

が講師となり職員研修を実施 

（テーマ例） 

「中小機構は変化対応業～事業環境の変化

に伴う新たな価値提供できるか～」 

「産業用地事業を通じたビジネスモデルの構

築」 

「中期目標と中期計画について」 

・ワンストップサービスの確立のためコンシ

ェルジェ研修、窓口相談担当者研修を実施 

 施策情報の提供、顧客満足の向上、顧客の

問題解決の水先案内人を目指すための研修

を実施 

・会計制度改革、ＡＢＣ原価計算、独法会計

基準と会計処理等の研修を実施 

 

○職員の意識改革を図るため部門横断的なタ

スクフォースを設置 

組織横断的な課題対応、ノウハウ共有化を

図るべく各種タスクフォースを設置（再掲） 

（関連する事業部門間の連携、意思決定の

迅速化、効率的な業務遂行） 

 

 

②人材の専門性・多様性の確保 
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機構の運営に必要な専門人材を確保するた

め、新卒の定期採用に加え、必要に応じて、

社会人採用や期限付き採用等を活用する。

また、企業の経営課題への適切なコンサル

ティング等の高い専門性が求められる領域

については外部専門家等の人材確保を行う

とともに、これら専門家を一層有効に活用

するため管理体制の強化及び評価システム

の導入を図る。 

さらに、引き続き、中小企業支援及び地域

産業支援を行う経済産業局を始めとした公

的支援機関及び金融機関等の民間支援機関

との人事交流を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③ 業務運営の効率化等による事業部門の人

的資源の確保等 

 

給与計算事務作業についてアウトソーシン

グを実行に移すとともに、福利厚生、旅費

事務を始めとするその他の事務作業につい

ても効果的アウトソーシング方法を検討

し、可能なものから費用対効果を勘案し実

施する。 

また、就業管理システムの各支部（事務所

等を除く）の整備拡充を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○積極的な外部人材の活用～２８００名の専

門家（プロ集団）の質向上を積極的に追求

～ 

・外部有識者からなる外部人材制度委員会で

外部人材のあり方を審議 

 外部人材の活用に係る基本方針を制定 

 継続して外部人材の採用、管理、評価のあ

り方について検討・審議 

 外部人材を効果的に活用し機構の総合力発

揮を目指す 

 

○人事交流の推進、民間からの出向受入等に

よる専門人材の積極活用 

（１７年度には、新連携事業への対応、情報

システム等専門分野への対応等により出向

者数約２０人増加） 

＜事例＞ 

・産業クラスター計画等への適切な対応を図

るべく、地域金融機関、経済産業局に対し

働きかけ、支部に期限付きで出向受け入れ 

・債権回収など専門性の高い業務について期

限付きで出向受け入れ 

・外部専門家、ポスドク等を期限付きで採用 

 

 

③業務運営の効率化等による事業部門の人的

資源の確保等 

 

■管理部門の人員削減と支部への重点配置の

実行（支部への５割以上の配置） 

・人員配置のＰＤＣＡの実施 

支部：17年4月 50.4％（430人／853人） 

→18年4月 51.1％（436人／853人） 

管理部門：17年4月 10.6％（91人／853人） 

→ 18年4月 10.4％（89人／853人） 

・各支部（事務所等を除く）に就業管理シス

テムを導入し就業管理の効率化・統一化を

図る 

 

■アウトソーシングの推進・活用（職員の重

点配置と効率的業務遂行を目指し順次アウ

トソーシングを実施） 

・給与支払業務、社会保険手続き業務のアウ

トソーシングを実施（１７年７月） 

・共済の手続き事務において委託先を決定（２

０%強（約５千万円／年）のコスト削減を見

込む） 

 業務の定型性に鑑み、競争による選定プロ

セスを導入し、企画選考により民間企業に

委託先を決定 

 （関連法人に対する随意契約ではなく民間
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④ 業績評価の推進によるモチベーション向

上 

 

機構の目標の明確化とその共有化を図りつ

つ、部門毎や個人毎の目標設定をする等、

目標管理制度を本格導入する。また、平成

１８年度に向けマニュアルの改正や評価者

の評価能力向上を図るため引き続き評価者

訓練等を実施する 

 

 

⑤ ナレッジマネジメントの推進 

 

個人情報保護法の施行に対応した個人情報

の流出に注意しつつ、機構内で支援先企業

情報や各種専門家情報などの基礎情報の共

有化を推進する。また、支部における支援

ノウハウや成功事例等を機構横断的に蓄積

・分析し、支援現場において活用するなど

ナレッジマネジメントを積極的に推進す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

企業に委託先を決定） 

・福利厚生、J-Net２１を始めとして各種アウ

トソーシングを準備 

 

 

④業績評価の推進によるモチベーション向上 

 

■職員のモチベーション向上 （職員のモチ

ベーション向上の手段として「目標管理制

度」を本格導入） 

・１７年度評価結果は１８年度賞与に反映 

・目標管理制度の適切な運営のため制度説明

会、管理職を対象とした評価者訓練研修を

実施 

 

 

⑤ナレッジマネジメントの推進 

 

■ナレッジマネジメントの計画的推進と本格

稼働 

○経営支援情報センターを設置（７月） 

○基礎情報からノウハウまで各種ナレッジの

組織内での共有・活用を目指した計画的な

取組を実行 

第一段階：イベント日程や各支部スケジュ

ール等基礎情報を共有化（１６

年度実施済） 

第二段階：顧客及び専門家･講師の情報共有

システム構築 

顧客情報共有化システムを構

築し部門間にまたがる支援情

報を共有化（総合支援のための

基礎を構築） 

第三段階：企業支援、顧客課題解決に係る

ノウハウ、事例等のナレッジ化 

機構の支援現場で得られた支

援・課題解決ノウハウを共有化 

大学校の研修教材として活用

するとともに支援機関向けの

セミナーにて情報発信 

 

○都道府県等の中小企業支援計画に係る施策

情報データベースを作成し、機構内で共有

化させるとともに、全経済産業局、全都道

府県、政令市等へのフィードバックを実施 

 （新施策立案の参考にしたいという都道府

県等ニーズに的確に対応） 

○独立行政法人等個人情報保護法の施行にあ

わせて、個人情報保護管理規程、個人情報

取り扱いマニュアル等を定め、個人情報保

護管理体制を整備（４月の施行後、大きな
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（３）事業の企画立案プロセスの構築と事後

評価の徹底 

 

・機構が実施する事業については、「企画」、

「実施」、「評価・検証」、「事業の再構

築等」という毎年の事業評価プロセスの構

築と定着を図る。その際、中小企業者等と

直接の接点となる部門が収集する施策利用

者等の情報を事業の評価や新事業の企画立

案にフィードバックする。 

・事後評価を徹底し、十分な成果の得られて

いない事業や他の機関が十分類似のサービ

スを提供している事業については、改善又

は廃止して、新たなニーズに対応した事業

やより効果の見込まれる新たな手法での事

業に資源を集中する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事業の企画立案プロセスの構築と事後

評価の徹底 

 

・事業実施にあたっては、「企画」、「実施」、

「評価・検証」、「事業の再構築等」とい

う毎年の事業評価プロセスの構築と定着を

図り、利用者と直接の接点となる部門が収

集する施策利用者等の情報を事業評価や新

事業の企画立案に適切にフィードバックす

る。 

・各支部の評価については、機構は、あらか

じめ、各支部が実施すべき措置、達成すべ

き目標、本部と支部の間の責任関係等をで

きるだけ明確化した上で、それに沿った評

価を行う。 

・事業評価は、効率性、有効性、及び民間機

関や他の支援機関との役割分担の視点から

適時厳格に行う。その結果に応じ、事業評

価が継続的に低い事業の原則廃止や、効率

化のための改善努力が見られない事業は原

則縮小する一方で、ニーズの高い事業への

重点化や、より効果の見込まれる新たな手

法での事業に注力するなど、事業の再構築

を迅速に行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）事業の企画立案プロセスの構築と事後

評価の徹底 

 

事業実施にあたっては、「企画」、「実施」、

「評価・検証」、「事業の再構築等」とい

う事業評価プロセスの定着を図り、迅速に

事業の改善や見直しを進める。 

また、利用者と直接の接点となる支部など

を通じて支援ニーズや意見を把握し事業評

価や新事業の企画立案にフィードバックす

る。 

さらに予算の執行についても定期的に点検

・見直しを行うことにより、機動的な事業

の執行を確保する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

トラブルなし） 

 

 

（３）事業の企画立案プロセスの構築と事後

評価の徹底 

 

■ＰＤＣＡの一層の定着 

○利用者の受信強化、ＰＤＣＡへの反映（再

掲） 

・「お客様の声」「利用者アンケート」を利

用することにより顧客ニーズ・顧客提案を

広く取り入れ、顧客の立場に立った事業の

改善を実施（専門家派遣、大学校研修、共

済事業等） 

・利用者が自由に意見、クレーム等を送れる

よう各窓口にお客様用の葉書を設置 

○機動的な事業・業務の見直し（事業、組織

・人事、業務遂行等の組織運営全般につい

てＰＤＣＡを実行） 

 

主な例は以下のとおり 

（事業）機動的な事業の見直し 

・１７年度新規事業（新連携、販路開拓、地

域ブランド、実効性確保診断サポート事業

等）の円滑な実施 

・民活法、ＦＡＺ法、特商法廃止に伴う債務

保証等業務の 

縮小（１８年度） 

・１７年度事業執行について年度末にチェッ

クし１８年度事業執行や予算配分に反映す

るとともに、１９年度予算に反映させるべ

く政策当局と調整中 

・顧客ニーズ、地域ニーズを踏まえ地域特性

に応じた事業に柔軟に予算を配分 

（組織・人事）組織・人事配置のＰＤＣＡを

実行 

・新政策、顧客ニーズ、業務効率化を踏まえ

組織体制を見直し 

・目標管理制度の本格導入（１７年度評価結

果を１８年度賞与に反映） 

（業務遂行）理事長へのコミットメントを通

した各部門及び各支部ごとのＰＤＣＡサイ

クルを構築 

・理事長と部門長・支部長との間で、１７年

度業務の重点事項と事業方針等についてコ

ミットメントを取り交わし、状況に応じて

チェック、軌道修正を行いながら事業を実

施（ＰＤＣＡサイクルの強化） 

 理事長コミットメントについては、１７年

度当初、中間、総括と年３回実施 

・職員からの提案に基づく日常業務のチェッ
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（４）業務全般の効率化 

 

・統合する三法人の管理部門の重複する機能

を一体化して体制を効率化するとともに、

効率性の高い業務の実施を図ることによ

り、一般管理費（退職手当を除く）につい

ては、特殊法人時の最終年度と中期目標期

間中の最終年度を比較して３０パーセント

程度削減する。 

・運営費交付金により行う事業については、

特殊法人時のそれに相当する補助金を充当

して行う事業に比して５パーセント（年１

パーセント程度）の経費削減を行う。中期

目標期間中の各年度において新たに行う運

営費交付金充当事業についても翌年度から

年１パーセントの経費削減を行う。 

・行政改革の重要方針（平成１７年１２月２

４日閣議決定）に基づき、国家公務員の定

員の純減目標（今後５年間で５％以上の純

減）及び給与構造改革を踏まえ、国家公務

員に準じた人件費削減の取組を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）業務全般の効率化 

 

・統合する三法人の管理部門の重複する機能

を一体化して体制を効率化するとともに、

効率性の高い業務の実施を図ることによ

り、一般管理費（退職手当を除く）につい

ては、特殊法人時の最終年度と中期目標期

間中の最終年度を比較して３０％程度削減

する。 

・運営費交付金により行う事業については、

特殊法人時のそれに相当する補助金を充当

して行う事業に比して５％（年１％程度）

の経費削減を行う。中期目標期間中の各年

度において新たに行う運営費交付金充当事

業についても翌年度から年１％程度の経費

削減を行う。 

・各部門の業績評価結果を踏まえ、重点化す

べき事業、省力化すべき事業等メリハリを

つけた予算配分を行い、トータルとして目

標値の達成を図る。 

・研修や専門家派遣による支援等の業務につ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）業務全般の効率化 

 

・業務を効率的に実施することなどにより、

一般管理費（退職手当を除く）については、

特殊法人時の最終年度と中期目標期間中の

最終年度とを比較して３０％程度削減する

ことを目指して抑制する。 

・運営費交付金により行う事業については、

特殊法人時のそれに相当する補助金を充当

して行う事業に比して年１％程度の経費削

減を行う。平成１６年度の新たな運営費交

付金充当事業についても年１％程度の経費

削減を行う。 

・各部門の業績評価結果を踏まえ、事業運営

方法の見直しや予算の重点配分を適宜行

う。 

・研修受講料や専門家派遣に係る受益者負担

分については、業務内容に対する利用者の

満足度を高めつつ、前年度に引き続き適宜

体系の見直しを検討する。 

・ＴＶ会議、イントラネットの活用等を含め

クと改善（業務サポート会議） 

 

○政策等への積極的発信（企画段階からの参

画） 

・モノ作り基盤技術高度化、中心市街地活性

化等１８年度新規政策に対し、企画段階か

ら積極的に関与するとともに、円滑な事業

実施に向けた支援体制を構築 

○職員からの提案に基づき業務改善を推進 

・業務サポート会議（全職員から業務改善や

職場改善に関する幅広い意見や提案を募り

隔週開催する会議）において、対応策を検

討し迅速な業務改善を実行（提案件数５４

件、課題解決率８３％） 

改善例：ＴＶ会議システムの事務所・開発

所・大学校への 

導入、機構ホームページの改善、セキュリ

ティ対策強化等） 

 

■新規事業・チャレンジ事業の機動的展開 

・新連携を始めとした新規事業の円滑な実施 

・支部におけるチャレンジ事業（顧客ニーズ

を踏まえた支部独自事業）の推進 

各支部が各地域の中小企業・地域ニーズを

吸い上げ独自色ある事業を実施（再掲） 

○計画的かつ円滑な予算・業務執行  

予算調整会議により弾力的な予算執行を追

求 

 

 

（４）業務全般の効率化 

 

■業務の合理化と効率化 

○システム効率化に向けた抜本的な見直し 

CIO及びCIO補を設置（外部の専門人材も活

用）、機構全般にわたるシステム効率化に

向けた抜本的な見直しに着手 

○事務処理の合理化 

共済の手続事務について、アウトソースに

先立ち、業務フローを体系的に見直し 

経理業務について、民間の実務経験者の参

加を得て業務フローの見直し・旅費業務合

理化等を実施 

○コスト削減に向けた自己改革として、役職

員給与を国家公務員の引き下げ率を上回る

水準で引き下げ 

 

■一般管理費の削減 

中期計画期間での３０％経費削減を目指し

て経費を抑制 

  →平成１５年度と比較して２１．７％の
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・事業の実施については、できるだけ適切な

受益者負担を求め、より多くの利用者が利

用できるようにする。 

・利用者への情報提供等の利便性の向上や、

内部管理業務の効率化、高度化のため、経

済産業省電子政府構築計画に基づき、これ

らの業務の最適化計画を作成するととも

に、その扱う情報処理の内容に応じた情報

技術を活用し業務の改善を図る 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３．国民に提供するサービスの質の向上に関

する事項  

  

 

（１）創業、既存企業の新事業展開の促進 

 

創業ベンチャー、既存中小企業等の新事

いては、業務内容に対する利用者の満足度

を高めつつ、適切な受益者負担を求める。 

・利用者の利便性の向上や業務の効率的実施

のため、相談窓口等におけるインターネッ

トの活用、申請手続きの簡素化や利用しや

すさに配慮した施策情報のデータベース化

を行う。また、個別情報の流出に注意しつ

つ、機構内で支援先企業情報や各種専門家

等の情報のデータベース化等による共有化

を推進するなど、情報化の推進に積極的に

取り組む。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の

業務の質の向上に関する目標を達成する

ためにとるべき措置  

 

（１）創業、既存企業の新事業展開の促進 

 

本項に規定する取り組みを行うことによ

職員相互間のコミュニケーションの向上を

図ることにより業務の効率的実施を促進す

るとともに、職員の相互理解の増進を図る。

また、職員から広く業務改善に関する提案

等を募り、迅速に対応することを通じて業

務改善を推進する。 

・なお、個人情報保護法施行に対する的確な

対応を始め、引き続き法令遵守に遺漏がな

い組織運営・業務運営を推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の

業務の質の向上に関する目標を達成する

ためにとるべき措置  

 

（１）創業、既存企業の新事業展開の促進 

 

平成１７年度は中期目標及び中期計画の

削減 

 

■運営費交付金の削減 

１６年度と比較して３．９％の削減 

既存事業に係る１７年度運営費交付金＝２

０１．８億円（この他、１７年度新規の交

付金１２億円） 

１６年度運営費交付金＝２１０億円 

 

○受益者負担の見直し 

・１８年度開講の新中小企業診断士養成課程

について負担能力等を勘案した受講料を設

定するとともに、その他の受講料について

も見直し検討を継続 

・専門家派遣（海外現地アドバイス）につい

て受益者負担の見直しを実施し１８年度よ

り事業に反映 

○計画的かつ円滑な予算・業務執行  

予算調整会議により弾力的な予算執行を追

求（再掲） 

 

■情報化による職員間コミュニケーションの

向上促進 

・ＴＶ会議の積極的活用により、本部、支部

間のコミュニケーションの向上促進を図る

とともに意思決定の迅速化を推進役員会、

部長会、支部長会議等における積極的な活

用により、意思決定を迅速化 

・イントラサイトの活用により、新政策に係

る関連情報等を迅速に配信し情報の共有化

を推進   

○独立行政法人等個人情報保護法の施行にあ

わせて、個人情報保護管理規程、個人情報

取り扱いマニュアル等を定め、個人情報保

護管理体制を整備（再掲） 

○ナレッジマネジメントの計画的推進と本格

稼働（再掲） 

・基礎情報からノウハウまで各種ナレッジの

組織内での共有・活用を目指した計画的な

取組を実行 

・都道府県等の中小企業支援計画に係る施策

情報データベースを作成し機構内で共有化 

 

 

２．国民に対して提供するサービスその他の

業務の質の向上に関する目標を達成する

ためにとるべき措置  

 

（１）創業、既存企業の新事業展開の促進 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

産業用地の利活用実績、専門家派遣に

よる課題解決率、インキュベーション施

設の平均稼働率、研修の「役立ち度」な

どが目標を大きく上回っている。また、

中小企業大学校の自己改革の一貫として

中期計画にはない「市場化テスト」に積

極的に取り組んでいることは高く評価で
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業展開のためには、技術シーズの開拓、事

業案の具体化、販路拡大など、事業化まで

の各段階において適切な人材・技術・資金

・情報等の経営資源を調達し、それらを的

確に組み合わせて活用していくことが必要

である。 

このような経営資源調達については、民

間機関においても様々な形でその円滑化を

図る取組が行われつつあるが、新事業の具

体化を幅広く支援するためには、十分な環

境が整備されているとは言い難い。このた

め、機構は、国や地方自治体と連携しつつ、

経営資源の調達を支援する民間機関等の活

動を促進させるとともに、機構自らが経営

資源の調達について事業化に至るまでの手

作り一貫支援を行うことにより、個々の事

業者が円滑に経営資源を調達し、それらを

うまく組み合わせて新事業展開に向けて機

能させることを支援する。 

また、地域産業の自律的発展のためにも

新事業創出は不可欠であり、地域の経営資

源活用、地域の支援機関等との連携による

新事業展開を支援する。 

これらの事業を新事業展開に取り組む多

くの事業者に対して総合的に実施し、その

新事業展開の達成の度合いを目に見える形

で向上させる事を目指す。 

 

①民間機関等による新事業支援の促進 

 

機構は、自らリスクを取って新事業展開

を支援する投資ファンドを始め、技術移転

機関（ＴＬＯ）、金融機関等の民間機関、

新事業展開を支援する他の公的機関など、

資金・技術・情報といった経営資源の調達

を支援する者に対して、資金面の支援や日

常的な情報交換、人材交流といった人材面

・情報面での提携、協力を進め、その活動

を活性化させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

り、新事業展開の取組を強力に支援し、機

構が行う経営支援を伴ったファンド出資、

継続的な専門家派遣による経営支援、事業

化のための助成等の支援後２年を経過した

事業者の売上高の平均伸び率を２５％程度

に向上させる（平成１５年度実績は伸び率

１８％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①民間機関等による新事業支援の促進 

 

・新事業展開を支援する金融機関、ＴＬＯ・

産業支援機関等の民間機関や経済産業局、

地方自治体等公的機関と、互いに保有する

支援関連情報の共有化や、支援事業におけ

る相互協力また人的交流等の連携を強化

し、これらを通じて新事業展開のためのネ

ットワーク構築に取り組む。 

・創業、新事業展開に取り組む事業者への資

金供給の円滑化のため、機構は、成長初期

段階にある独自の強みを持つ中小企業に対

して投資を行う特徴あるファンドや、投資

事業によるリターンのみを目的とするので

はなく既存中小企業など投資先の経営実態

等に即した投資形態を取るファンドであっ

て、投資先中小企業の新事業展開等に対し

踏み込んだ経営支援を行うことを目的とす

るものに対して出資し、その組成を促進す

る。 

事業実施に際しては、ファンドの投資実績

がニーズに対応したものとなっているか考

慮するとともに、組成したファンド及び投

達成に向け、各支部を始めとした支援体制

を充実させ、本部支部間の連携体制を強化

するなど効果的な事業実施のための体制を

整える。 

また、各経済産業局から各支部が受託して

実施する中小企業新事業活動促進法に基づ

く新連携支援地域戦略会議事業の実施体制

を整備し、事業を円滑に推進する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①民間機関等による新事業支援の促進 

 

・経済産業局、都道府県、支援センター等の

公的機関との施策情報の共有化やイベント

開催協力など連携体制の構築を進めるほ

か、特にキャピタル、金融機関、ＴＬＯな

どの民間機関に対する支援情報の提供等に

より新事業展開のためのネットワーク構築

に取り組む。 

・ファンドへの出資については、公的機関や

民間機関へのＰＲや資金需要の把握に努め

つつ、大学発や地域密着等特色あるベンチ

ャーファンドや踏み込んだ経営支援を行う

ファンドに出資し、その組成を促進する。

また、制度発足２年目となる「がんばれ！

中小企業ファンド」事業については、関係

機関及び支部等機構内各部門等との連携に

より制度周知に努めるとともに、中小企業

の新事業展開等を積極的に支援するファン

ドの組成を促進する。 

事業実施に際しては、事業効果の拡大に向

けて機構の各種支援ツールと有機的連携を

図るとともに、出資先ファンドの健全な運

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①民間機関等による新事業支援の促進 

 

■支援機関等とのネットワークの構築 

・施策情報、支援情報等の情報交換、事業連

携強化を図るため、都道府県等中小企業支

援センターと定期的に連携会議を開催 

・都道府県等中小企業支援センターとの事業

連携によるマーケティング支援の強化（販

路開拓コーディネート事業） 

・プロジェクトマネージャー全国会議を開催

し、支援事例の研究を行うとともに成功事

例等を共有化 

・経済産業局との連携による新連携事業の推

進（支部内に新連携支援地域戦略会議事務

局を設置） 

新連携支援地域戦略会議事業を円滑に推進

するため、各支部及び沖縄事務所に新連携

支援プロジェクトマネージャーを配置し実

施体制を強化 

○ 関係機関との業務提携の推進 

（１７年度業務提携機関 ４５機関） 

［地方自治体］東京都、松山市、岡山市、荒

川区 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

きることから、サービスの質の向上につ

いては【Ａ評価】とした。 
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資先中小企業に対し、継続的なモニタリン

グや連携した事業化支援を行うことにより

ファンドの財務の健全性を確保し、創業や

新事業展開を促進する。 

・大学等技術移転促進法に基づく計画の承認

を受けたＴＬＯからの債務保証の申込みに

ついては、業務方法書等に定めるところに

従い信用力、採算性等について的確な審査

を行い、事業リスクの合理的な分散と管理

が確保され得るかを適切に判断するととも

に、標準審査期間１００日以内に諾否を決

定する案件の割合を８０％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

営を確保するため、投資委員会や組合集会

への参加や組成したファンドの投資実績や

パフォーマンスを把握するためのデータベ

ースの構築を行う等、モニタリング機能の

強化を行う。 

・大学等技術移転促進法に基づく債務保証制

度については、各支部の支援拠点サポート

室と連携し、前年度に引き続きＴＬＯ及び

ＴＬＯ関係機関に対し情報提供を行う。 

・ＴＬＯの経営実態を把握し、当該実態に応

じ、債務保証制度改善の検討を行う。 

・債務保証の申し込みについては、標準審査

期間１００日以内に諾否を決定する案件の

割合を８０％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

［金融機関］国民生活金融公庫、埼玉りそな

銀行、静岡銀行、群馬銀行、広

島銀行等（３５機関） 

［証券取引所］ジャスダック証券取引所 

［支援機関］大田区産業振興協会、福岡県産

業科学技術振興財団等（５機

関） 

 

■創業間もない企業を支援するためのファン

ド （ベンチャーファンド）を組成 

大学発や地域に密着した特色あるファンド

等への出資  

組成ファンド数  １７（累積総数６６） 

ファンド総額 ２２８億円（累積総額１，

０１９億円） 

機構出資決定額 ８０億円 （累積総額

３８６億円） 

投資先企業数 ２９０社 うち公開企業

数１２社 

（累積総数 １，２６０社  うち公開企

業数５３社） 

   

■新事業に取り組む企業を支援するためのフ

ァンド（がんばれ！中小企業ファンド）を

組成 

地域に密着したハンズオン支援型、商店街

支援型、映像コンテンツ等の新産業育成型

ファンドを組成 

組成ファンド数 ８（累積総数９） 

ファンド総額 １６３億円（累積総額２

０３億円） 

機構出資決定額 ７９億円（累積総額９

９億円） 

投資先企業数 ２７社（累積総数２９社） 

   

■出資後のフォローアップ強化 

・出資事業管理システムの開発 

モニタリング機能を強化するため、投資先

企業情報をデータベース化、１８年度に評

価システムを開発予定 

・運営状況、パフォーマンス状況を評価する

ため、組合等を対象にフォローアップ調査

を実施 

・ハンズオン支援の強化（投資先企業に経営

支援専門家、技術専門家を派遣） 

○事業効果の拡大のための取り組み 

・ベンチャーキャピタル等を対象とし、事業

の進捗状況・情報交換のための連絡会議（フ

ァンド出資先連絡会）を年２回開催、ベン

チャーキャピタル間の情報交換を促進 

・投資決定委員会に出席し、投資先選定に対
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②新事業展開の実現のための踏み込んだ経

営支援 

 

個々の事業者が、事業化のステップに応

じた適切なタイミングで必要な経営資源を

調達し、それらをうまく組み合わせて新事

業展開を実現していくためには、個々の事

業者ごとに、事業プランの具体化や、それ

に沿った取組を支援する必要がある。この

ため、機構は、施策の利用者と直接接する

部門において、専門人材の配置、支援対象

事業者に関する情報蓄積の仕組みなど、事

業者と継続的な関係を構築できる体制を整

備しつつ、助言や研修の実施、あるいは必

要に応じ、事業化検討のための費用の一部

補助や、施設の提供等により、踏み込んだ

支援を行う。 

また、人材マッチング、新事業見本市、

投資家等に対する事業プラン発表会等の実

施により、新事業展開に必要な人材、販路、

民間支援機関等と出会う機会を提供する。 

これらの事業の実施に当たって、機構は、

例えば以下のような点に留意し、事業者ご

とのニーズの違いに適切に対応できる事業

体系を構築しつつ、事業を実施する。 

 

１）創業ベンチャー等については、これらの

企業が入居して事業活動を行う施設の効率

的な提供と経営面の助言を行うインキュベ

ーションマネージャーの配置によりソフト

面の支援とハード面の支援を一体的かつ効

果的に行うインキュベーション事業を、新

事業シーズを有する大学等と連携しつつ実

施するとともに、必要に応じて資金面の支

援を行う。 

また、株式投資などにより資金供給を行

いつつ経営面での一貫した助言指導を行う

民間ファンドとのマッチングの機会の創出

やそのための事業プランの作成支援が重要

である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②新事業展開の実現のための踏み込んだ経営

支援 

 

１）継続的な支援体制の構築 

 

・施策の利用者と直接接する機構の支部にお

いては、新事業に取り組む事業者のそれぞ

れの経営課題を明確化し、その課題への対

応を個別に支援するため、プロジェクトマ

ネージャーを始めとする専門家の配置や課

題対応型の研修を行うとともに、機構が提

供する様々な支援ツール（助成、専門家派

遣、各種マッチング等）を適時、適切なタ

イミングで提供するなど総合的に支援す

る。 

・また、各支援対象事業者に対して機構が提

供した支援内容、当該事業者の支援前及び

支援後の経営状況等に関するデータを収集

・蓄積するなど支援効果等に関する情報を

一元的に管理するとともに、支援に携わっ

た専門家や支援ツール等の投入効果を測

定、分析することによってより効果的な踏

み込んだ継続的な経営支援を行う。 

・新事業創出促進法に基づく計画の認定を受

けた事業者からの債務保証の申込みについ

ては、業務方法書等に定めるところに従い

信用力、採算性等について的確な審査を行

い、事業リスクの合理的な分散と管理が確

保され得るかを適切に判断するとともに、

標準審査期間１００日以内に諾否を決定す

る案件の割合を８０％以上とする（平成１

５年度末までの実績は概ね平均２００日）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②新事業展開の実現のための踏み込んだ経営

支援 

 

1)継続的な支援体制の構築 

 

・支援内容の高度化、専門化ニーズに対応す

るため分野別の専門家の充実を図る。特に、

創業者や中小企業の事業化を支援するため

の技術プロジェクトマネージャーに加え、

販路開拓支援を強力に推進するための販路

開拓プロジェクトマネージャーを配置し、

事業化及び販路開拓を支援する体制を整備

する。 

また、新連携支援地域戦略会議事業を円滑

に推進するため、各支部に新連携支援プロ

ジェクトマネージャーを配置するなどして

実施体制を構築し、新連携に取り組む企業

群を強力に支援する。 

さらに、専門家の支援能力を向上させるた

めに専門家の行動目標・評価基準の徹底及

び基礎研修（支援ツール修得研修）、支援

事例研究会などを開催する。 

・支援により成長した企業の成功要因や、支

援の基礎資料となる支援先別カルテのデー

タベース化に向けてデータを整備するな

ど、支援に関する情報を機構内で共有・活

用できる体制づくりを進める。 

・中小企業新事業活動促進法に基づく創業等

の事業活動を促進するための債務保証制度

を立ち上げる。 

・債務保証の申し込みについては、標準審査

期間１００日以内に諾否を決定する案件の

割合を８０％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

する意見を表明 

 

○大学等技術移転促進法に基づく債務保証 

・機構ネットワークの活用により積極的な制

度普及活動を実施 

・承認ＴＬＯ（４１ヶ所）に対するパンフレ

ットの送付、九州地域大学等技術移転推進

連絡会議への参加等による情報提供及びヒ

アリング調査を実施 

 

 

②新事業展開の実現のための踏み込んだ経営

支援 

 

1)継続的な支援体制の構築 

 

■販路開拓支援をスタート（１７年度新規事

業） 

・円滑な事業実施体制の構築のため、大消費

地に近い関東、近畿に販路開拓を支援する

プロジェクトマネージャー２名を配置 

その他販路開拓専門員を配置し販路開拓支

援体制を構築 

・新規性の高い優れた新製品・新技術・新サ

ービスを持ちながら販路開拓が困難な中小

企業等を支援 

全国で１４件の支援を決定（１７年度支援

終了件数３件） 

販路確立の事例：部品メーカーへの納品、

販売代理店での取り扱い、通信販売カタロ

グへの掲載等 

 

■新連携の取り組みを支援（１７年度新規事

業） 

・支部内に新連携支援地域戦略会議事務局を

設置 

・新連携への支援を円滑に推進するため、各

支部及び沖縄事務所に新連携支援プロジェ

クトマネージャーを配置し支援体制を強化 

・新連携支援制度の普及・ＰＲ 

新連携創出フォーラムを開催 （全国で２

０回開催、参加者数５，６０３人） 

認定企業事例集（「新連携」の波に乗れ!!

～認定事例から学ぶ）を作成し支援内容、

成功事例等を発信 

・新連携支援に関する相談及び助言を実施 

（相談助言件数 ５，０５７件） 

・新連携事業計画の認定件数 １６５件 

 

■組織的なプロジェクト管理の強化（支援先

企業の情報を共有化） 
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２）新事業展開を図る既存中小企業に対して

は、新事業の市場調査や販路開拓など市場

に近い活動も含め、新事業の実現に至るま

で、継続的に支援を行う。 

また、同様の取組を行う公的支援機関や、

このような企業を主な対象として投資を行

おうとする民間ファンドと連携して、多く

の企業を支援できる体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）ニーズに応じた施策の提供 

 

i)事業化のための個別の経営課題の解決支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）ニーズに応じた施策の提供 

 

i)事業化のための個別の経営課題の解決支援

・顧客情報共有化システムを構築し部門間に

またがる支援情報を共有化（総合支援のた

めの基礎を構築） 

・外部有識者からなる外部人材制度委員会で

専門家等のあり方を審議（基本方針を策定） 

・本部専門家による各支部専門家の支援強化 

 

○専門家の支援活動向上に向けた取り組みと

支援体制の強化 

・プロジェクトマネージャーを拡充（１６年

４月 １１名 → １８年４月 ３１名） 

・専門家の行動目標を明確化させるとともに

適切な評価を実施 

プロジェクトマネージャー等の行動目標作

成時及び評価時、本部において面談を実施 

 毎月の業務日報及び業務報告書により行

動目標の達成度をチェック 

・基礎研修会や支援事例に係る研究会を開催

し支援活動を強化 

経営支援アドバイザー等に対する基礎研

修、専門研修を実施 

プロジェクトマネージャー全国会議におい

て支援事例を研究し成功事例等を共有化 

 

■支援ツールの効果的な組み合わせによる総

合支援の実施 

・スタートアップ助成先に対するハンズオン

支援の強化 

（全助成先に対して助言等を行うとともに９

０先に対してハンズオン支援を実施） 

・インキュベーション施設入居者に対する機

構出資ファンドからの投資（２３先、投資

総額１５．５億円） 

・専門家継続派遣先に対する機構出資ファン

ドからの投資（１７先、投資総額５．７億

円） 

 

○中小企業新事業活動促進法等に基づく債務

保証 

・機構ネットワークの活用により、事業者及

び金融機関に対して、積極的な制度普及活

動を実施 

・新事業創出促進法による認定先からの債務

保証の申し込みが１件あったものの信用保

証協会が保証を承諾したため取り下げとな

り、債務保証の引受実績はなし 

 

 

２）ニーズに応じた施策の提供 

 

i)事業化のための個別の経営課題の解決支援 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 新事業展開の実現に向けて、事業化のた

めの経営課題の解決を支援する際には、機

構は、必要に応じ、実用化技術開発支援、

事業化検討のための費用の一部助成、専門

家の継続派遣等の支援を行う。 

 これらの支援の実施に際しては、ニーズ

に応じた事業規模となっているか考慮する

とともに、新事業展開等の課題解決目標を

達成したとする事業者の割合（平成１４年

度実績は、専門家派遣では支援終了時点で

８０％、事業化助成では支援後２年経過時

点で５０％）を向上させる。 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

新事業展開の実現に向けた経営課題の解決

のために、専門家の派遣、事業化助成等を

組み合わせた総合的支援を行う。 

 

 

・専門家派遣については、課題解決率８０％

の向上を目指し、機構の各種支援事業や他

の支援機関との連携を図ることにより、対

応できる経営課題分野について一層の拡大

を図る。また、知的財産権や技術的課題に

ついても支援効果を高めるため、他事業（機

構の事業以外の事業）との連携可能性につ

いて検討を進める。 

・特に、経済産業局が中小企業の優れた技術

シーズ、ビジネスアイデアの事業化に向け

た実用化研究開発に係る経費を補助する

「実用化研究開発事業」については、中小

企業庁・経済産業局の募集・審査等を支援

するとともに、補助対象企業に対し経営課

題の解決を支援する。また、事業化に係る

経費を機構が助成する「事業化支援事業」

については、支援後２年経過時点の事業化

率５０％以上の達成を目指し、的確な審査

と効果的なハンズオン支援を行う。 

・なお、技術開発・研究開発テーマを委託事

業として行う「戦略的基盤技術力強化事

業」、また「課題対応技術革新促進事業」

については、適切なフォローアップを行う。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■支援企業のニーズに対応した経営支援の実

施 

・中小企業等が直面する経営課題を解決する

ため専門家継続派遣による支援を実施 

支援企業数  ４００社  （派遣回数 

５，２２６回） 

支援による課題解決率  ９４．５％  

 

○専門家が対応できる経営課題分野の拡大  

・顧客ニーズ、社会的環境変化等を踏まえ中

小企業の知的財産分野に係る支援体制を拡

充 

登録アドバイザーの拡充（弁理士の登録者

数 １６年度２７名→１７年度３７名） 

 

○他機関との連携による支援（知的財産、技

術的課題） 

・都道府県等中小企業支援センターとの連携 

知財戦略をテーマにプロジェクトマネージ

ャー全国会議を開催 

共通課題について共有化し、今後の連携可

能性について検討 

・産業技術総合研究所との連携（支援におけ

る相互補完体制の構築を検討） 

モノ作り中小企業等の支援において効率的

かつ効果的な支援を行うため、相互補完体

制の構築を検討 

産業技術総合研究所の各地域センターと各

支部との間で、地域連絡検討会設置を準備 

   

■事業化への支援（事業化支援助成） 

～利用者のニーズに応じて採択数を拡大～ 

優れた技術シーズやビジネスアイディアが

あるものの新事業開拓に取り組むことが困

難な状況にある中小企業等を資金助成とコ

ンサルティングにより支援  

１７年度第１回 助成先数５８件、応募

件数４５７件 

交付決定額２８４百万円 

１７年度第２回 助成先数５６件、応募

件数３９３件 

交付決定額２７３百万円 

・適切な審査と事業化促進への工夫 

ハンズオン支援の専門家が審査に参画する

ことにより一層の事業化促進を図るととも

に、適正な審査の実施のため審査表を改善 

 

■スタートアップ助成先に対するハンズオン

支援の強化 

全助成先に対して助言等を実施するととも
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ⅱ)インキュベーション施設の整備とインキ

ュベーション・マネージャーによる支援 

 

・機構が整備・管理するインキュベーション

施設について、施設毎にインキュベーショ

ン・マネジャーを配置することにより、新

事業シーズを有する大学、地方経済産業局、

地方公共団体、地元支援機関等との人や情

報のネットワークを確立し、入居者の成長

段階・ニーズに応じて機構の有する各種支

援ツールの活用等による迅速な支援サービ

スの提供を継続的に行うとともに、施設の

効率的な運営を行う。また、効果的で適切

な支援サービスの提供を図る観点から、入

居者の成長状況、提供する支援内容、被支

援者の満足度を適切に把握し支援サービス

の向上に反映させる。 

・インキュベーション・マネージャーの人材

については機構職員に対し研修等により広

範な分野にわたる課題に適切に対処する能

力の向上を図るとともに、専門的分野に係

る民間、地方公共団体等外部人材の登用を

図る。 

・このような取り組みにより、大学の優れた

研究成果や企業のスピンアウトの技術を事

業化に結びつけようとする企業又は個人で

あって、挑戦する意欲を持つものの経営基

盤が脆弱な創業前又は創業間もないものに

ついて、事業化のために資金面のみならず

知的・人的支援を提供し、原則３年程度で

自律的な経営活動を行う企業にまで育成す

るハイリスクの起業支援を中核とするイン

キュベーション活動を開始し、中期計画期

間において、支援から独立して企業活動を

行える段階まで成長し卒業する入居者数の

全入居者数に占める割合（卒業企業率）３

割以上を達成するとともに、インキュベー

ション施設の平均稼働率（入居率）９０％

程度を達成する（平成１５年度の平均稼働

率（入居率）８８．７％）。 

・機構以外の主体が整備するインキュベーシ

ョン施設についても、要請に応じてインキ

ュベーション・マネージャーを派遣し、上

記に準じた支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ)インキュベーション施設の整備とインキ

ュベーション・マネージャーによる支援

 

・中期計画の終了時における卒業企業率３割

を目指して、機構が整備・管理するインキ

ュベーション施設にインキュベーション・

マネージャーを配置し、入居者のニーズに

即した効果的な支援活動を実施する。また、

機構以外の主体が整備するインキュベーシ

ョン施設についても、要請に応じて外部専

門家を派遣するなどの支援を行う。 

・入居率が低い施設（かずさバイオインキュ

ベータ及びクリエイション・コア福岡）に

ついては、地方自治体との緊密な協力関係

を一層強固なものとし、入居率の向上に注

力する。 

・平成１６年度事業対象施設（新事業創出型

事業施設２ヶ所（京都、神戸）及び大学連

携型起業家育成施設３ヶ所（慶應大、名古

屋３大学、熊本大））を本年度中にオープ

ンさせ、入居者支援活動を開始する。その

際、地方自治体等の協力のもと、オープン

時での入居者の確保に注力する。 

・平成１７年度事業対象施設については、新

事業創出型事業施設３ヶ所（浜松、京都、

神戸）及び大学連携型起業家育成施設３ヶ

所（東工大、同志社大、石川４大学）の整

備に着手し、スケジュールに従い着実に工

事を進める。   

・平成１７年度におけるインキュベーション

施設の平均稼働率（入居率）については、

平成１５年度実績（８８．７％）を上回る

ことを目標とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に、９０先に対してハンズオン支援を実施 

 

 

ⅱ)インキュベーション施設の整備とインキ

ュベーション・マネージャーによる支援 

 

■インキュべーション施設における支援（入

居企業等への複合支援とサービスの強化） 

・インキュベーションマネージャーによる入

居者支援 

機構職員及び専門知識を有する者によるき

め細やかな入居者支援を実施 

・専門家継続派遣、ベンチャーファンドから

の投資、マッチングイベントへの出展等の

組み合わせによる積極的な支援を展開 

・インキュベーション施設の平均稼働率（入

居率） ９６．０％、年度末入居率９７．

３％、卒業企業者数 １８社（累計） 

 

○１６年度事業対象施設のオープンと入居者

支援活動の開始 

・１６年度事業対象施設（５施設）のオープ

ン 

神戸医療機器開発センター、クリエイショ

ン・コア京都御車、名古屋医工連携インキ

ュベータ、くまもと大学連携インキュベー

タ、慶應藤沢イノベーションビレッジ 

・地方公共団体等との連携による事業推進 

地方公共団体等がインキュベーション施設

にインキュベーションマネージャーを派遣 

地方公共団体等が入居者に対し賃料の一部

を補助 

・インキュベーションマネージャー等による

入居者支援を実施 

 

○１７年度事業施設の円滑な整備 

・１７年度事業施設（６施設）の着工 

浜松新事業型施設、神戸新事業型施設、京

都新事業型施設、東京工業大学連携型起業

家育成施設、同志社大学連携型起業家育成

施設、金沢大学・北陸先端科学技術大学院

大学・金沢工業大学・石川県立大学連携型

起業家育成施設 

 

○低入居施設の入居率向上に向けた取り組み 

・かずさバイオインキュベータ 入居率が５

０．２％（４月）から８０．０％（年度末）

へ向上 

入居率向上のため、県と連携し東京の企業

を対象とした現地視察会を実施するととも

に企業訪問を強化 
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ⅲ）人材、資金等経営資源及び市場とのマッ

チング機会の提供 

 

・事業化に向けた販売先・業務提携先・資金

提供者の開拓、大学等と研究開発型中小企

業との共同研究・技術移転などを支援する

ためのマッチングの場を設けるとともに、

機会提供前後の経営支援を強化することに

より事業成果の向上を図り、商談成立に近

くなった状況やマッチングに至った割合

（平成１４年度実績は事業実施後１年以内

の成果約３０％）を向上させる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ）人材、資金等経営資源及び市場とのマッ

チング機会の提供 

 

中小・ベンチャー企業に対して、以下のマ

ッチング機会の提供を行う。事業の実施に

当たっては、有望な発表者・出展者及びマ

ッチング目的に合致した来場者の募集を行

うとともに、ビジネスプランのブラッシュ

アップ、出展をより効果的にするための研

修やアドバイス、さらには事後のフォロー

アップ等開催前後の支援を行うことによ

り、１年以内に商談等具体的交渉やマッチ

ングに至った割合を３０％以上とすること

を目指す。 

・販路拡大及び業務提携先とのマッチング事

業 

ベンチャー企業が開発した試作品、製品及

びサービス等を一堂に展示・紹介し、事業

提携先の獲得や販路開拓等のマッチングを

図る全国規模の「ベンチャーフェア」を開

催する。     

また、経営革新に取り組む中小企業等が各

分野で販路開拓等のマッチングを図る全国

規模の「中小企業総合展」を東京と大阪で

開催するほか、中小企業の新市場創出が期

待される分野に絞り込んだ「見本市」を開

催し、販路開拓・取引拡大、資金調達、事

業提携等のマッチングを図る。 

・資金提供者とのマッチング事業 

中小・ベンチャー企業が投資家等に対し具

体的なビジネスプランのプレゼンテーショ

ンを行い資金調達等のマッチングを図る

・クリエイション・コア福岡 入居率が３７．

０％（４月）から６５．８％（年度末）へ

向上 

入居率向上のため、施設での支援体制を強

化するとともに周辺相場にあわせた賃料改

定、戦略的広報を実施 

   

■機構以外の主体が整備したインキュベーシ

ョン施設への支援 

・さかい新事業創造センター、西日暮里スタ

ートアップ・オフィス等１１施設にインキ

ュベータマネージャーを派遣（派遣回数６

２２回） 

 

■関係機関との連携による支援 

・日本新事業支援機関協議会（ＪＡＮＢＯ）

との連携によりインキュベーションにおけ

る支援ネットワークを構築 

 

ⅲ）人材、資金等経営資源及び市場とのマッ

チング機会の提供 

 

■ビジネスマッチング、資金調達マッチング

等を実施（効果的工夫と参加企業支援等を

通じたマッチング率の向上） 

○効果的な来場者募集の実施 

募集ツールの複線的活用による募集 

（ダイレクトメール） 

事業提携を狙う「大手商社・メーカー」向

け、 

投資を狙う「ベンチャーキャピタル・金融

機関」向け 

（電子媒体－ＨＰ）中小企業メルマガ等 

（その他広報媒体）新聞広告、地下鉄車内

広告 

○出展を効果的にするための事前説明会・セ

ミナーを開催（事前ブラッシュアップの実

施） 

・効果的な出展・プレゼンテーションを促す

ため、事前説明会の開催、専門家によるセ

ミナーを実施 

・最寄りの支部センターと支援メニューを紹

介 

○事後のフォローアップの充実（事後フォロ

ーアップの実施） 

・各支部センターに出展企業リストを配布し、

フォローアップの体制を整備 

・１７年度実施イベントに対するフォロー調

査を速やかに実施予定 

 

■マッチングイベントの実績 
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「ベンチャープラザ」を開催する。 

・大学との連携事業 

中小企業の技術ニーズに基づき、大学等に

所属する研究者と中小企業等との技術交流

をより直接的に促進し共同研究を可能とす

る機会を創出する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ビジネスマッチング、資金調達マッチング） 

○ビジネスマッチング 

・ベンチャーフェア 

（顧客ニーズを踏まえ会期を２日から３日に

変更）  

出展者数 ２５７者（前年度比１．９％増） 

来場者数 ３０，８８２人（前年度比１４．

５％増）   

・中小企業総合展 

（中小企業支援機関１２機関、都道府県等

中小企業支援センターとの連携により実

施）  

【東京】出展者数 ６０１者（前年度比０．

３％増） 

来場者数 ３７，２４２人（前年度

比 １０．６増） 

【大阪】出展者数 ２７１者（前年度比１３．

７％減） 

来場者数 ２１，４６１人（前年度

比５３．２％増） 

・「コンテンツマーケット」 

出展者数 １１５者（前年度比１９．８％

増） 

来場者数 ９，４５６人（前年度比４．８

％減） 

・「医療・健康福祉産業マッチングフェア」 

出展者数 １９４者（前年度比０．５％増） 

来場者数 ９，３２８人（前年度比７．５

％増） 

・「ロボット産業マッチングフェア」  

出展者数 １４９者（前年度比３０．７％

増） 

来場者数 ９，２５４人（前年度比４．６

％増） 

○資金調達マッチング 

・ベンチャープラザ（全国８ブロックで開催） 

出展者数 １７５者、来場者数 ２，４６

９人 

・ファンドinTOKYO（東京において計４回開催） 

出展者数 ２１者、来場者数 ２２６人 

○マッチング率の実績 

（１年以内に具体的に商談等に至った者の

割合３０％以上を目指す、１６年度実績） 

・ベンチャーフェア ５１．５％ 

・ベンチャープラザ（１１回開催） ５３．

２％ 

・ファンドinＴＯＫＹＯ（４回開催） ３８．

９％ 

・医療・健康福祉産業マッチングフェア ４

３．８％ 

・ロボット産業マッチングフェア ３２．７
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③地域の特性に応じた重点的な事業の実施 

 

それぞれの地域において独自の新たな産業

の創出を図り、地域の自律的発展を促進し

ていくためには、その地域にある特徴ある

新事業シーズや、経営資源を供給する民間

機関等の活動状況を踏まえて、重点的な事

業の実施を図る必要がある。 

このため機構は、産業クラスター計画の

推進など地域の特性に着目して行政資源の

重点配分に取り組む経済産業局の各種施策

に十分協力・連携して、経済産業局が掘り

起こした新事業シーズの重点的な支援や、

地域の民間機関等との提携を図るなど、地

域の特性をいかした事業の実施を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営基盤の強化 

 

中小企業が円滑に事業活動を推進し、経

営上で直面する様々な課題に適切に対応し

ていく上では、個々の事業者が、できるだ

け日常的な取組の中でそのような対応がで

きる環境であることが重要である。このた

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域の特性に応じた重点的な事業の実施 

 

・①②の事業実施に際して、各地域における

地域の民間機関や経済産業局等に協力・連

携し、地域の産業構造、技術シーズ等の特

性に応じた適切な支援を通じて、地域経済

活性化を促進する。特に、経済産業局等が

取り組んでいる産業クラスター計画の実施

について経済産業局の各種施策に十分協力

・連携する。 

・インキュベーション施設の整備・運営等に

ついて地方自治体と連携して地域の自律的

発展の促進に資するよう適切な事業運営を

図るなど、創業、新事業展開の促進のため

の地方自治体の取り組みとの連携を強化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営基盤の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域の特性に応じた重点的な事業の実施 

 

・①②の事業実施に際しては、各地域におけ

る新事業支援促進体制づくりを併せて推進

していく。 

そのため各支部は、地方銀行、信用金庫、

大学、ＴＬＯなどの民間機関や、経済産業

局、都道府県、各支援センター、商工団体

など公的支援機関との情報交換・人材交流

・相互事業協力等の強化を通じて、地域の

産業構造、技術シーズ等の特性に応じた適

切な支援を行い、地域経済活性化を促進す

る。 

特に、経済産業局等が取り組んでいる産業

クラスター計画の実施については、機構の

持つ様々な支援ツールを活用しつつ、経済

産業局の各種施策に協力・連携する。 

・インキュベーション事業等について、大学

や地元支援機関等から必要な協力が得られ

るよう、地方自治体と共同して支援体制の

構築及び支援活動を実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）経営基盤の強化 

 

 

 

 

 

 

％ 

・東京コンテンツ・マーケット ４６．６％ 

 

■大学との連携事業 

大学等の研究者と中小企業等との技術交流

を促進し共同研究の機会を創出 

研究開発交流会の開催 産学官連携に意欲

的な中小企業グループのニーズに基づき８

府県で10回開催（参加者数 ２，６２２人） 

 

 

③地域の特性に応じた重点的な事業の実施 

 

■支援機関等とのネットワークの構築 

・施策情報、支援情報等の情報交換、事業連

携強化を図るため、都道府県等中小企業支

援センターと定期的に連携会議を開催 

・都道府県等中小企業支援センターとの事業

連携によるマーケティング支援の強化（販

路開拓コーディネート事業） 

・プロジェクトマネージャー全国会議を開催

し、支援事例の研究を行うとともに成功事

例等を共有化 

・経済産業局との連携による新連携事業の推

進（支部内に新連携支援地域戦略会議事務

局を設置） 

新連携支援地域戦略会議事業を円滑に推進

するため、各支部及び沖縄事務所に新連携

支援プロジェクトマネージャーを配置し実

施体制を強化 

 

○関係機関との業務提携の推進（１７年度業

務提携機関 ４５機関） 

［地方自治体］東京都、松山市、岡山市、荒

川区 

［金融機関］国民生活金融公庫、埼玉りそな

銀行、静岡銀行、群馬銀行、広

島銀行等（３５機関） 

［証券取引所］ジャスダック証券取引所 

［支援機関］大田区産業振興協会、福岡県産

業科学技術振興財団等（５機

関） 

 

 

（２）経営基盤の強化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

24 

め、機構は、経営者自らの経営に関する知

見の充実や、経営に関する知見を提供する

身近で良質な相談体制の充実を図る。また、

中小企業その他地域に密着して活動する事

業者間での経営資源の相互補完等が促進さ

れるよう産業集積、商業集積、中心市街地

等の活性化を図る。 

 

①経営者等の知見の充実 

 

機構は、中小企業の経営者や管理職等の

人材が経営に必要な知見を充実していくた

め、各種の実践的な研修事業を行う。具体

的には、中小企業大学校は、経営者や経営

の核となるべき人材の経営判断能力の向上

など、経営の基盤となる人材の育成のため

の研修のほか、現在の中小企業の経営環境

に合わせて、例えば知的財産の活用手法や

財務会計の透明化といった新たな企業経営

上の課題に円滑に対応するための研修を実

施する。 

その際、機構は、中小企業者のニーズに

合わせて研修の実施場所や受講料について

適切な設定を図るなど研修方法の改善を図

り利便性の向上に努めるとともに、他の研

修を実施する機関との間で研修素材等の共

有等を図る。 

なお、中小企業大学校の施設について、地

域経済の活性化に資する柔軟な活用を図

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

① 経営者等の知見の充実 

 

1) 実践的な研修の実施 

 

・機構の中小企業大学校は、中小企業経営者を

はじめとする経営の基盤となる人材育成のた

め、経営戦略の策定や生産現場改善などの経

営課題や、例えば知的財産の活用手法や財務

会計の透明化といった中小企業政策上重要な

新たな企業経営上の課題に対し、現実的な課

題解決を促進する研修を行う。 
また、そのような中小企業政策上重要な新た

な企業経営上の課題に円滑に対応するため、

短期間で集中的に、出来るだけ多くの中小企

業に対して研修を行う。 

・研修内容の質的向上を図るため、大学（院）

との連携を行う。 

・機構の中小企業大学校は、事業の実施に際

して、ニーズに応じた規模（回数、日数及

び受講者数）となっているか考慮するとと

もに、受講者に対して「役立ち度」に関す

る調査を実施し、４段階評価において上位

２段階の評価を得る割合を８０％以上とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①経営者等の知見の充実 

  

1)実践的な研修の実施 

 

ⅰ)成長志向型研修及び課題解決型研修等の

充実 

 

・これから成長していこうとする企業に対し

中小企業政策と密接に連携した重要課題を

研修テーマとする研修（成長志向型研修）

を実施する。特に財務・管理会計の必要性

の普及と理解を目指す「中小企業会計啓発

・普及セミナー」の事業規模を拡大する他、

第ニ創業を促進するような研修なども企画

し実施する。 

・また、中小企業者が当面する経営課題の対

応策、解決を促進するための研修（課題解

決型研修）を充実する。研修の実施にあた

っては、企業の個々の問題解決や課題達成

に資することを目的に、グループによるデ

ィスカッションや講師による指導などによ

る“気づき”を促すカリキュラムを策定し、

受講者の「役立ち度」の向上に努める。 

・さらに、個別企業や業界団体へのオーダー

メイド型研修、民間機関の中小企業支援能

力の向上を目的とした「地域金融機関等職

員研修」を各地域のニーズに応じて企画し

実施する。 

・これら研修の充実に向け、支部内部及び本

部支部間といった機構内部の有機的連携体

制を強化するとともに、中小企業庁や商工

団体等の支援機関との連携も一層の強化を

図る。 

・受講者に対して「役立ち度」に関する調査

を実施し、４段階評価において上位２段階

の割合を８０％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①経営者等の知見の充実 

  

1)実践的な研修の実施 

 

ⅰ)成長志向型研修及び課題解決型研修等の

充実 

 

■「開かれた中小企業大学校」に向けたステ

ップアップ 

研修受講者の拡大 ３４，８３８人（前年

度比 １６２％増） 

研修受講者に対する「役立ち度」に関する

４段階調査の結果、上位２段階の割合が９

７．５％ 

 

■各校の創意工夫を活かしつつ、顧客ニーズ

や政策課題を踏まえた多様な研修を実施 

（課題解決型研修、成長指向型研修の実施・

充実） 

（事例） 

・中小企業会計啓発・普及セミナーの拡充 全

国で４４１回実施、１７，３９０人が受講 

 重要政策課題である「中小企業会計」にお

ける適切な会計処理による決算書の必要性

の浸透を図りその普及を促進 

・中小企業のための経営計画策定支援研修（財

務管理サービス人材研修） 全国で９回実

施、８９１人が受講 

税理士・公認会計士等を対象に、経済産業

省財務管理サービス人材育成プログラムに

対応した研修を実施 

（地元７税理士会の認定研修に採用） 

・中小企業再生支援協議会の専門家に対する

実務能力向上研修を実施（３回実施、６８

人が受講） 

・トヨタ自動車株式会社等と連携し、現地講

義等を交えた「愛・地球博研修」を実施（３

回実施、１２０人が受講） 

・奇跡のＶ字回復を遂げた旭山動物園を事例

にし、全国の経営者を対象にした経営トッ

プセミナーを実施（３８人が受講） 

・実例と企業現場で学ぶ先端生産システム研

修を実施（２２人が受講） 
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九州経済産業局、日産自動車株式会社と連

携し、自動車産業が相次いで進出する北部

九州の中小製造業を支援するため、自動車

メーカーの先端的な生産システムや要求水

準（品質、納期等）等について、同社九州

工場での現地講義や一次サプライヤーを交

えた実践的な研修を実施 

・地域支援機関、金融機関、地方公共団体、

中小企業等の顧客ニーズに的確に対応する

ため、オーダーメイド型研修を拡充 

 

○経済産業局と連携した地域金融機関等職員

研修を実施  

産業クラスターをカリキュラムの一部講

義、事例研究に取り入れる等、政策課題等

と連携した研修を実施 

地域の金融機関等から２６２人が受講（９

回実施） 

 

○グループディスカッションや講師の個別指

導による「気づき」を促すカリキュラムに

よる研修の実施 

中小企業の個々の問題解決や課題達成に資

することを目的に経営者、管理者、後継者

等を対象に、グループディスカッションや

講師の個別指導による「気づき」を促すカ

リキュラムを策定し各種研修で実施 

（事例） 

・「コンプライアンス経営講座」では、コン

プライアンスの意義、経営のあり方等につ

いて事例研究、演習等を交え実施 

・「自社用リスク管理マニュアル作成講座」

では、リスクへの気づき（理解）、その自

社での管理マニュアル作成等について、個

人演習、ケーススタディ、討議等を交え実

施 

 

■受講企業のフォローアップを強化 

中長期コース研修終了後６ヶ月程度の期間

をおいて派遣元及び受講者を対象としたア

ンケートを実施 

具体的な経営課題解決に役立ったかを把握 

  

○課題解決型研修における具体的研修成果 

・経営管理者コースを受講して、学んだ様々

な分析により、新製品を数機種立ち上げ 

・工場管理者養成コースを受講して、工程の

段取り作業の改善により生産性が３０％向

上 

 

■積極的なＰＤＣＡを通した事業の質の向上
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2)利用者の利便性の向上、施設の有効活用 

 

・研修の実施場所については、研修の内容、期

間及び対象者などに留意しつつ、関係機関と

連携を図ること等により校外研修を大幅に拡

大する。特に、中小企業の新たな企業経営上

の課題について行う研修については、短期間

で集中的に、出来るだけ多くの中小企業が受

講できるようにするため、校外研修にするな

ど利用者の利便性の向上を図る。 

・受講料については、研修の内容、期間及び

対象者などに留意し、適切な設定を行う。 

・中小企業大学校の施設は、本来の施設の目

的を損なわない範囲において、その有効利

用の観点から地域の支援機関、企業、自治

体等に開放して、地域経済の活性化や地域

固有の課題解決等のために利用できるよう

にし、活用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）大学（院）との連携 

 

・中小企業・ベンチャー企業向け講座の共同

開設、プログラムや教材の開発など連携可

能な分野について検討し、研修内容の質的

向上に向けた取り組みを試行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)利用者の利便性の向上、施設の有効活用 

 

ⅰ）校外研修の拡充 

 

財務・管理会計に関する研修について、

他の支援機関などと募集及び運営につい

て連携し、大学校施設外にて実施するな

ど校外研修を拡充する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）受講料の設定 

 

受講料の設定については、研修コスト、

受講者の負担能力、政策上の要請の有無

などを総合的に勘案し適切な設定を行

う。 

 

を追求 

・大学校評価基準の運用を本格的に開始（１

８年度研修計画について各大学校が自ら目

標を設定し改善を図る） 

受講者数の増加、役立ち度の向上、効率化

の推進、地域経済社会への貢献 

・受講者アンケートを実施し、その内容・意

見について可能なものから改善に着手（受

講者よりの受信強化） 

 

 

ⅱ）大学（院）との連携 

 

■大学・大学院との連携強化 

大学・大学院と連携し、中小企業・ベンチ

ャー企業向け講座の共同開設、プログラム

や教材の開発等を実施 

（事例） 

・広島修道大学と学生受け入れ協定を締結し、

大学校が実施する経営実務研修の受講によ

り大学の単位修得を認定 

・一橋大学、同志社大学、信州大学と連携し、

中小企業・ベンチャー企業向け講座の共同

開設、プログラムの開発等を実施 

 

 

2)利用者の利便性の向上、施設の有効活用 

 

ⅰ）校外研修の拡充 

 

■利便性の向上（校外研修の大幅拡充） 

校外での研修５１８回（前年度：２６５回）、

受講者数２０，３７９人（前年度：８，５

９６人） 

・大学校施設外の交通至便な場所等での研修

実施 

・関係機関、地域金融機関等との連携による

「中小企業会計啓発・普及セミナー」の大

幅拡充（研修：４４１回、受講者数：１７，

３９０人） 

・休日や夜間での研修を拡充し、より一層の

利便性を向上 

 

 

ⅱ）受講料の設定 

 

○受益者負担の見直し 

・１８年度開講の新中小企業診断士養成課程

について負担能力等を勘案した受講料を設

定するとともにその他の受講料についても

見直し検討を継続 
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②経営資源に関する情報の提供、助言を行う

相談体制の整備 

 

１）経営資源等に関する情報の蓄積と提供 

 

 

 

中小企業がその事業を経営するに当たっ

て、株式公開、海外への事業展開や外国企

業との業務提携、環境規制への対応、ＩＴ

を活用した経営改善等の高度かつ専門的な

知見を要する経営課題解決のために、機構

は、インターネットを活用して、中小企業

が課題対応に向けた専門的な情報を円滑に

入手・活用できるようにするとともに、そ

のような情報をもつ専門家の派遣等を行

い、個々の事業者の必要に応じた知見の提

供、経営課題解決の支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②経営資源に関する情報の提供、助言を行う

相談体制の整備 

    

1) 経営資源等に関する情報の蓄積と提供 

 

 

 

・中小企業のニーズを踏まえた様々な経営課

題や中小企業の経営実態、地域経済情勢に

関する情報蓄積を行い、インターネットや

支援機関等とのネットワークの活用による

情報提供を行うとともに、相談、セミナー

の実施、専門家・ＯＢ人材の派遣等の経営

支援を行う。 

・インターネットによる情報提供については、

アクセス数を本中期計画満了年において年

間１１００万件以上（１５ＦＹ実績；９７

０万件）とし、相談、セミナー、専門家・

ＯＢ人材派遣等支援事業の利用者に対して

「役立ち度」に関する調査を実施し、４段

階評価において上位２段階の評価を得る割

合を８０％以上とする。 

 

 

 

 

ⅲ）大学校施設の有効活用 

 

大学校施設は研修の用に供することを主

目的としつつ、施設の有効活用に努める。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②経営資源に関する情報の提供、助言を行う

相談体制の整備 

   

1) 経営資源等に関する情報の蓄積と提供 

 

ⅰ)わかりやすく課題解決に有効な支援情報

の提供等 

 

・中小企業支援機関等が保有する情報を一元

的に検索できるポータルサイトとして、中

小企業ビジネス支援検索サイト「J-Net21」

を整備・運営する。 

また、J-Net21の機能を高めるため、既存コ

ンテンツを評価・見直し・改善するととも

に、新規コンテンツの企画、評価、作成や

施策情報の充実等を進める。 

・本中期計画満了年において年間１１００万

件以上という目標を踏まえ、平成１７年度

１年間（平成１７年４月～平成１８年３月）

の目標アクセス数は１０００万件とする。

さらに、メールマガジンの配信により支援

情報の提供を推進する。 

・中小企業の経営革新のため、タイムリーな

テーマを選び調査を行う「中小企業環境調

 

 

ⅲ）大学校施設の有効活用 

 

○地域の支援機関、企業、自治体等への施設

開放 

・地域支援機関、ＮＰＯ、地元中小企業等に

対し「研修、交流」の場を提供し、施設の

有効利用、地域貢献等を推進 

 

■市場化テストをめぐる議論を踏まえた積極

的対応 

・旭川校をモデルとして、試行的に市場化テ

ストを行うこととし、現在準備中（１８年

秋頃から外部委託を行う予定） 

・旭川校における中小企業者向け研修の企画

から運営を包括的に委託 

・具体的な実施方法については、地元や民間

のニーズやアイデアを汲み上げつつ、透明

性を確保する観点から第三者による市場化

テスト評価委員会を設置して検討中 

・「競争の導入による公共サービスの改革に

関する法律案」も踏まえ、今後の民間委託

のあり方等について知見を蓄積し課題を抽

出 

 

 

②経営資源に関する情報の提供、助言を行う

相談体制の整備 

   

1) 経営資源等に関する情報の蓄積と提供 

 

ⅰ)わかりやすく課題解決に有効な支援情報

の提供等 

 

■J-Net２１による情報提供 

１７年度は１,６９０万件の実績（Ｊ-Net21

の利用状況は平均１４０万ﾍﾟｰｼﾞﾋﾞｭｰ／月

で推移） 

○Ｊ-Ｎｅｔ２１のコンテンツの充実（他機

関との施策情報と併せた情報提供） 

・日次で関連機関のｻｲﾄより情報収集し、掲載

（１日４５件前後掲載、年間１１,８００

件） 

・資金調達ナビに、国、都道府県などの公的

な補助金、助成金、融資、利子補給制度約

３,０００件を掲載 

・施策活用事例１８６企業、異業種交流事例

１００企業、新連携事例５０企業を収集・

掲載 

・元気印中小企業事例として毎週１企業紹介
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査」及び四半期ごとに産業別・地域別の景

気動向を調査する「中小企業景況調査」を

実施し、その調査結果をインターネット等

を通じて提供する。 

調査にあたっては、調査の内容、手法、公

表の形態等のあり方について継続的に検討

し内容の充実に努める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）中小企業のニーズに対応した特定課題に

関する情報提供・助言等 

 

・実務経験の豊富な大企業等のＯＢ人材を派

遣するほか、国際化、ＩＴ推進、環境安全、

物流効率化等中小企業のニーズが高い分野

について、相談、セミナーの実施、専門家

の派遣等の経営支援を行い、利用者に対し

て「役立ち度」に関する調査を実施し、４

段階評価において上位２段階の評価を得る

割合を８０％以上とする。 

また、本部部門は支部をバックアップする

体制を強化し、支部を通じて得られた支援

ニーズを事業内容や重点分野等にスピーデ

ィに反映させる。 

・国際化については、これまで実施してきた

外部専門家による助言・相談、ＩＳＢＣへ

の参加、海外の中小企業支援機関との交流、

（年間５２企業程度掲載） 

・独立行政法人科学技術振興機構の提供する

サービスを紹介 

・逆引き機能の強化 経営課題から活用でき

る施策まで一読できる「ビジネスQ&A」を３

１５問作成し掲載 

利用者の立場から施策をみた「ジェイネッ

トコラム」などを大幅強化 

○内容の充実はもちろん、見やすいページ、

簡便な検索機能の充実等、ユーザーサイド

に立った改善の工夫 

○ポータルサイトとの連携 

・１７年度の「yahoo」との連携に続き、中小

企業向けの中堅サイト「フェデリ」にも

J-Net21の支援情報ﾍｯﾄﾞﾗｲﾝを提供 

 

■インターネット等による情報提供の推進 

中小企業景況調査、中小企業環境調査、施

策情報等について、インターネット等によ

り広く情報を提供 

・中小企業景況調査 

約１９，０００社の中小企業を対象に、四

半期ごとに業況判断、売上高、経常利益等

の動向を産業別・地域別等に把握 

調査開始２５周年記念事業として過年度の

累積データを分析、当調査の地域における

活用促進のための課題を整理し、その成果

を普及 

・中小企業環境調査 

中小企業の経営革新を図るため、生活雑貨

小売業、購買代理業について創業新事業展

開事例調査を実施 

 

ⅱ）中小企業のニーズに対応した特定課題に

関する情報提供・助言等 

 

■新たなニーズ及び政策課題に対応したサー

ビスの提供 

・会社法、アスベスト問題、ＢＣＰを始めと

した最新の課題・テーマについて迅速な情

報提供・助言を実施 

・国際化、知的資産の活用、事業承継対策を

始めとした各種課題についても積極的に対

応 

○特定課題に関するアドバイスの実施 ～役

立ち度４段階調査の結果上位２段階の割合

は９９．６％～ 

（国際化支援アドバイス） 

アドバイス件数１，５８２件、役立ち度上

位２段階１０

０％ 
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最新情報等のホームページによる提供など

に加え、経済連携協定（ＥＰＡ）を含む国

際化の一層の進展、中小企業分野等におけ

る経済協力・技術協力に関するニーズの増

大等の環境変化をも踏まえ、国やＪＥＴＲ

Ｏ等他の支援機関等との連携を深めつつ、

それらへの積極的な対応と支援体制の整備

を進める。 

・また、地域特性を活かした製品の開発など

の地域ブランド作りに取り組む中小企業者

等に対して、マーケティング等の専門家を

派遣する等、適切な支援を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（ＩＴ推進アドバイス） 

アドバイス件数７１６件、役立ち度上位２

段階９９％ 

（物流効率化アドバイス） 

アドバイス件数２３件、役立ち度上位２段

階９１％ 

○特定課題に関するセミナーの開催 ～役立

ち度４段階調査の結果上位２段階の割合は

８５．３％～ 

（環境・安全講習会）１５２回開催 

参加者１４，３０７人、役立ち度上位２

段階８５％ 

（国際化ワークショップ・勉強会）４８回

開催 

参加者１，７３２人、役立ち度上位２段

階９４％  

（物流効率化セミナー・講習会）２７回開

催 

参加者１，６７５人、役立ち度上位２段

階８１％ 

○実務的な知識ノウハウを有する経験豊富な

企業等ＯＢ人材を派遣 

派遣先企業数 １６７社 （派遣回数 １，

２５８回） 

○中小企業との取引・提携等、連携を志向す

る大企業の情報を収集・蓄積 

機構の現場での利用を条件に回答協力を得

た連携志向大企業の基礎情報、連携希望形

態等の情報をデータベース化 （４８９社 

５４６部署） 

 

○顧客ニーズを踏まえたタイムリーな情報提

供を実施  

アップ・ツー・デートの経営課題に関わる

情報をタイムリーに発信（虎ノ門セミナー

を開催 ２０回開催、参加者数１，３８８

人） 

（開催事例） 

「企業経営とコーポレートガバナンス」会

社法改正、会計基準見直し、知的財産戦

略、ＬＬＰ等 

「ＣＳＲ（企業の社会的責任）」個人情報

保護法、廃棄物輸出入、化学物質の自主

管理等 

「ストラテジー＆マーケティング（戦略・

販売）」模倣品対策、ブランドマーケテ

ィング、自由貿易協定等 

 

○中小企業のための緊急時企業存続計画（Ｂ

ＣＰ）に関する情報を提供 

・ＢＣＰの策定に参画するとともに、普及促
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進のため中小企業ＢＣＰシンポジウムを開

催（参加者数２３６人） 

 

○事業承継円滑化に対する支援 

・中小企業の円滑な事業承継を支援するため、

学識経験者、中小企業支援機関等を構成員

とする事業承継協議会の事務局を機構内に

設置 

・協議会では、事業承継ガイドライン、事業

承継関連相続法制、事業承継関連会社法制

等に関する検討委員会を開催し、事業承継

に係る課題を検討 

・中小企業経営者に事業承継への早期取り組

みを促すため事業承継シンポジウムを開催

（参加者数３５８人） 

 

○知的財産経営等に取り組む中小企業を支援 

・各支部に知的財産相談窓口を設置し知的財

産に関する助言・相談を実施（１７年度相

談件数１，１３２件） 

・中小企業において知的財産経営に取り組ん

でいる企業を取り上げシンポジウムを開催

（参加者数２１２人）するとともに全国各

地にてセミナーを実施 

 

○知的資産経営の推進 

・中小企業知的資産経営研究会を設置し、知

的資産経営の取り組み方、普及・支援策等

について検討 

・知的資産経営の考え方について、中間報告

書を取りまとめるとともに分かりやすくま

とめたリーフレットを作成し、経営革新計

画認定企業（約２万社）等に配布 

 

○海外中小企業支援機関等との交流、国内支

援機関との連携 

・国際会議への参加 

ＯＥＣＤ、ＡＰＥＣ、ＡＭＥＩＣＣ、ＩＳ

ＢＣ等の国際会議に参加し、日本の中小企

業や中小企業施策に関する情報を発信 

・海外支援機関との連携 

韓国、タイ等各国の中小企業支援機関との

間で、中小企業施策に関する意見交換を実

施 

・他の支援機関等との連携事例 

ＪＥＴＲＯ貿易情報センター・都道府県と

の連携によるワークショップ開催及びアド

バイザー派遣（１１回） 

輸出有望案件発掘支援事業（ＪＥＴＲＯ）

に対しての案件紹介や情報交換を実施 

ＪＩＣＡ研修生の受入れ（１７回、計１８
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２）ワンストップ相談機能 

 

 

 

 

機構は、各地域において、経済産業局と

地方自治体の連携の下に設置・運営されて

いる都道府県等中小企業支援センター、地

域中小企業支援センターの連携促進機能を

担うとともに、これらの支援センターと中

小企業が直面する様々な経営上の課題につ

いて内容の限定なく幅広く相談・助言等に

応じるワンストップ相談センター機能を担

う。 

なお、この事業は、（４）③相談窓口に

おける施策情報提供と一体的に実施するの

が適切である。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ワンストップ相談機能  

 

 

 

 

・各支部の中小企業･ベンチャー総合支援セン

ターは、窓口相談や出張相談をはじめ、中

小企業者の利便性に配慮し、経営相談を電

話により実施するホットラインの設置・運

営及び積極的なＰＲに努め、都道府県等中

小企業支援センター、地域中小企業支援セ

ンターとも連携して、相談対応件数（平成

１５年度の中小企業・ベンチャー総合支援

センターの相談実績１６，２５６件）の抜

本的な拡大を図る。 

・相談にあたっては、機構が実施する施策のほ

か、国及びその関係機関が実施する施策や、

地方自治体及びその関係機関が実施する施策

についても情報提供を行うなど、事業者の活

用できる施策情報の提供を一体的に実施す

る。 

・その際、各支部のセンターは、ブロック内

の３類型支援センターの結節点として、都

道府県等中小企業支援センター、地域中小

企業支援センターと連携を密にし、都道府

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) ワンストップ相談機能 

 

ⅰ）中小企業・ベンチャー総合支援センター

の窓口相談等の拡充 

 

経営相談を電話により実施するホットライ

ンを運営するとともに、支部内各部門や本

部関係部門との連携に加え、都道府県等支

援センター、地域中小企業支援センター、

市町村などの地方自治体とも連携を強化

し、出張相談を実施すること等により、相

談件数を平成１６年度実績を踏まえ対前年

度比７．５％程度増加させることを目指す。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

３名）及びＪＩＣＡのインドネシアにおけ

る人材育成協力プロジェクトへの協力 

財団法人海外技術者研修協会の研修生受入

れ（５４名）、財団法人海外貿易開発協会

の専門家派遣事業への協力 

東京中小企業投資育成株式会社との共催に

よるインド中小企業投資促進ミッションの

派遣 

 

■地域ブランドへの支援（１７年度新規） 

地域資源を活かした商品や新たなサービス

の創出等により地域外における販路を開拓

して地域ブランドを確立していく取り組み

を支援 

・地域ブランドアドバイザーによる支援 

地方公共団体、商工会等と連携し、地域内

において協調して地域ブランドづくりに取

り組む団体を支援 

支援先２４件、役立ち度上位２段階の割合

１００％ 

・地域ブランドフォーラムの開催による支援 

地域ブランドづくりに関する意識喚起、取

り組みの促進等を支援 

全国で２３回開催、来場者数３，４８９人、

役立ち度上位２段階の割合９６％ 

 

 

2) ワンストップ相談機能 

 

ⅰ）中小企業・ベンチャー総合支援センター

の窓口相談等の拡充 

 

■相談・助言・情報提供機能の強化～顧客利

便性の向上～ 

・各支部において都道府県等中小企業支援セ

ンターとの共催によるセミナーを実施する

等、関係機関・自治体との連携を強化 

・窓口での相談に加え、出張相談（窓口外で

の相談）を積極的に展開 （出張相談での

相談件数２，４９９件） 

・顧客ニーズを踏まえ時間外相談を実施（何

でも相談ホットラインの平日１９時までと

土曜日における経営相談を実施） 

・１７年度の相談総件数は２１，７８１件と

なり、前年度比１１１％の実績 

（平成１５年度の中小企業・ベンチャー総

合支援センターの相談実績に対して３４％

増の水準） 

（参考） 

＜窓口相談業種別内訳＞ 

サービス業３５％、製造業２７％、小売
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３）中小企業支援機関職員等に対する研修 

 

県等中小企業支援センター、地域中小企業

支援センターとの間で、経営課題解決事例、

支援人材、支援ノウハウ、国や地方の支援

施策情報等の支援情報の提供・交流を行う

とともに、定期的に連携会議を開催し、支

援機関の連携の推進、支援水準の向上等を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 中小企業支援機関職員等に対する研修 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ）施策情報提供の一体的実施 

 

相談事業の実施にあたっては、機構が実施

する施策情報を提供するほか、国及びその

関係機関が実施する施策や、地方自治体及

びその関係機関が実施する施策情報を併せ

て提供するなど一体的な施策情報提供を行

うため、本部と支部との連携を含めた、組

織体制の整備や人材育成等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ)３類型支援センターとの連携 

 

プロジェクトマネージャーを中心とした全

国会議、支部単位でのブロック会議などを

実施し、実務的な連携のあり方や支援能力

向上のための情報共有化の推進を行う。 

また、全国９つの支部支援センターがブロ

ック内における中小企業支援体制の結節点

となって、ブロック会議の開催等により成

功事例等の共有化を進めるとともに、都道

府県等支援センター、地域中小企業支援セ

ンター及びその他中小企業支援機関と連携

を図り、支援事業をサポートする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 中小企業支援機関職員等に対する研修 

 

業８％、建設業７％、卸売業６％、その

他１７％ 

＜相談内容内訳（複数回答・上位５分野）

＞ 

経営全般３７％、営業マーケティング２

２％、資金相談１３％、ビジネスプラン

作成１３％、公的支援制度１１％ 

 

 

ⅱ）施策情報提供の一体的実施 

 

■「顧客の目から見たワンストップ」に向け

た継続的努力 

・利用者の立場に立った事業改善（平日１９

時までと土曜日に電話相談を受付、経営相

談予約システムの改善等） 

・「窓口相談マニュアル」、「窓口相談にお

ける施策情報提供の手引き」等を活用する

とともに、窓口相談担当者研修、コンシェ

ルジェ研修等を実施し窓口機能を強化 

・アスベスト問題に関する自治体・業界団体

等の提供情報等を適切に紹介する「中小企

業アスベスト相談担当者」を設置 

担当者に対し基礎情報習得のための研修を

実施 

 

 

ⅲ)３類型支援センターとの連携 

 

○他の支援機関、業種団体との連携強化等を

通した情報提供チャネルの多様化 

・施策情報、支援情報等の情報交換、事業連

携強化を図るため、都道府県等中小企業支

援センター等と定期的に連携会議を開催 

・都道府県等中小企業支援センターとの事業

連携によるマーケティング支援の強化（販

路開拓コーディネート事業） 

・地銀協と連携し、地方銀行のホームページ

上に機構の「経営相談窓口（メール相談）」

コンテンツを新たに設置 

 

○プロジェクトマネージャー全国会議、ブロ

ック会議を開催し支援活動を強化 

・プロジェクトマネージャー全国会議におい

て支援事例に係る研究を行うとともに成功

事例等を共有化 

・支部単位においてブロック会議を開催 

 

 

3) 中小企業支援機関職員等に対する研修 
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全国の多くの中小企業支援機関職員や行

政機関の中小企業支援担当者に対して、創

業、経営革新、事業再生、知的財産、まち

づくり等重要な政策課題への対応を可能と

する高度かつ専門的な支援能力を養成する

ための研修を行う 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域産業集積、中心市街地の活性化等 

 

 

１）連携・集積等のための施設の整備及び活

用 

 

地域産業集積や中心市街地活性化のた

め、これまで中小企業総合事業団の融資制

度及び地域振興整備公団の賃貸施設整備を

通じて、連携や集積の活性化のための施設

整備を促進・実施してきたところであり、

全国各地で施設の整備がなされてきた。 

これらの事業については、施設のリニュ

ーアルや機能追加を含め経済情勢の変化に

応じた需要に的確に対応する。また、融資

制度については、適切な貸付条件の整備及

・機構の中小企業大学校は、中小企業施策と

の連携を深めるとともに、都道府県や商工

会、商工会議所等の中小企業支援機関のニ

ーズを踏まえ、支援担当者の質的向上に努

めるとともに、現場に即した中小企業支援

の研修素材を開発する。 

・これらの受講者に対して「役立ち度」に関

する調査を実施し、４段階評価において上

位２段階の評価を得る割合を８０％以上と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域産業集積の形成、中心市街地の活性化

等 

 

１）連携・集積等のための施設の整備及び活

用 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業支援担当者向け、中小企業支援協

力機関役職員向けのそれぞれの研修につい

て、「受講機会の拡大」、「中小企業施策

の多様化・高度化などのニーズの変化」に

対応した内容とする。具体的にはそれぞれ

の機関別の研修体系を見直し、中小企業支

援担当者等研修として研修体系を一元化す

るとともに内容もレベル別に改編し、支援

能力の段階ごとに計画的に受講ができるよ

うにする。 

・また、地域の支援人材の拡充に寄与するた

め、市などの商工施策担当者にニーズに応

じて本研修を実施し支援能力の強化をはか

る。 

・また、こうした研修体系の見直しを踏まえ

たうえで、研修内容の充実を図るための研

修教材の開発を進める。 

・受講者に対して「役立ち度」に関する調査

を実施し、４段階評価において上位２段階

の評価を得る割合を８０％以上とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③地域産業集積の形成、中心市街地の活性化

等 

 

１）連携・集積等のための施設の整備及び活

用(高度化融資事業等) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■支援機関向け研修の拡充 

・研修回数 １００回 

（前年度：８５回、前年度比：１１７．６

％） 

・受講者数 ３，２０４人 

（前年度：２，８７５人、前年度比：１１

１．５％） 

○支援機関向けの多様な研修を企画・提供 

（事例） 

・中小企業再生支援専門家向け研修 

全国の中小企業再生支援協議会のサブマネ

ージャー等を対象にケーススタディ等によ

り実務能力向上を図る研修を実施 

・政策要請課題型研修 

政策課題に対応した支援能力の向上を図る

ため、「中心市街地活性化支援」「中小企

業会計」「中小企業税制」の研修を実施（県

等の商工担当職員、商工会、商工会議所の

経営指導員等３３３人が受講、１５回実施） 

 

○研修体系の見直しや研修教材の開発（研修

の質的向上への取り組み） 

・機関別ごとに研修体系を見直し、受講対象

者に応じたレベル別の研修（基礎研修、専

門研修、上級研修）を実施  

・研修教材の開発 

例)１８年度に開講する新・中小企業診断士

養成課程の 

基本テキストを１１件、演習ケースを２５

件開発 

○支援機関担当者研修受講者に対する役立ち

度４段階調査の結果、上位２段階の割合は

９６．３％  

 

 

③地域産業集積の形成、中心市街地の活性化

等 

 

１）連携・集積等のための施設の整備及び活

用(高度化融資事業等) 
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び確実な債権管理等を行う。 

また、その保有する産業用地については、

幅広い利用を可能にする機能の追加等を図

りつつ、その有効活用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ)助言・診断と一体となった施設整備のため

の資金支援等 

 

・中小企業者の連携・共同化の推進、商店街

等の中小企業者の集積の活性化を図るた

め、施設の整備や既存施設のリニューアル

に対する資金支援を行う。高度化融資事業

の貸付に当たっては、利用者の事業成果の

向上を図るため、都道府県と連携し診断・

助言を実施するとともに、事業実施計画の

策定等を支援するため、利用者からの要請

に応じて専門家の派遣を行う。 

 また、貸付後においては、利用者の事業成

果の向上を図るため、都道府県と連携し利

用者の経営状況を的確に把握するととも

に、経営改善が必要な利用者に対して経営

のアドバイスや専門家の派遣等を行う。 

・このような支援を通じ、貸付後、原則とし

て３ケ年を経過した利用者に対して、各貸

付先があらかじめ設定した生産性や集客力

の向上といった事業実施目標の達成状況に

関する調査を実施し、４段階評価において

上位２段階の評価を得る割合を８０％以上

とする（平成１２～１４年度の評価実績は

６９％）。 

・機構が整備した貸工場、貸事業場について

は、地方自治体等と連携して、地域の自律

的発展の促進に資するよう適切な事業運営

を図り、積極的な誘致活動や入居企業のニ

ーズに応じて、機構の有する各種支援ツー

ルを活用した支援を行う。これらの取り組

みにより、施設の平均稼働率（入居率）９

０％程度を達成する（平成１５年度の平均

稼働率（入居率）８１．１％）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ）助言・診断と一体となった施設整備の資

金支援等 

 

・平成１６年度に需要把握した高度化融資の

利用意向のある者に対するフォローアップ

を行うとともに計画の推進に向けた助言等

を行うことにより、施設の整備や既存施設

のリニューアルに係るニーズに対して的確

な対応を行う。さらに、業界団体、登録ア

ドバイザー等の専門家、支部等を活用し、

高度化事業に対するニーズの把握を引き続

き推進する。 

・貸付後一定期間経過した利用者に対し事業

目的の達成度、有効度及び満足度等に関す

る成果調査を実施し、その分析・評価を通

じて今後の診断・助言や制度運営に活かす。

・貸付後においても、貸付先のニーズを踏ま

えた運営診断及びアドバイザー派遣を積極

的に実施し、３ケ年後の事業実施目標達成

率８０％を目指す。 

・中小企業新事業活動促進法に基づく新たな

企業連携に対する支援、環境調和型の流通

・物流の効率化等の政策に対応した貸付条

件、助言・診断体系の整備を行い、併せて

制度普及を図る。 

・特定産業集積の活性化に関する臨時措置法

に基づき整備した貸工場等の賃貸事業につ

いては、各支部において、地方自治体等の

協力のもと、入居者の確保に努めるととも

に、施設の適切な管理・運営を行い、入居

者のニーズに応じた適切な支援活動等を実

施する。特に、テクノフロンティア岡山及

び四日市については、地方自治体との緊密

な協力関係を一層強固なものとし、入居率

の向上に注力する。 

・平成１７年度における貸工場等の平均稼働

率（入居率）については、平成１５年度実

績（８１．１％）を上回ることを目標とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅰ）助言・診断と一体となった施設整備の資

金支援等 

 

■ユーザーニーズに対応した高度化事業の積

極的展開 

○「機構の顔が見える」高度化支援への取り

組み 

～積極的なニーズの掘り起こし～ 

・業界団体機関誌、専門誌等へＰＲ記事・広

告を掲載 

・施設リニューアル、商店街整備等に加え、

排ガス規制、アスベスト対策等の環境面か

らのＰＲを強化 

・業界団体、商工団体等へのＰＲ訪問、個別

組合等への制度説明を積極的に実施、約２

００件の支援ニーズを把握 

・全国１万先の組合に対して「組合の現状と

課題及び高度化ニーズに関する調査」を実

施 

 

○新施策に対応した制度設定（社会ニーズに

対応した支援制度の改正） 

・新連携、環境調和型流通等に対応した制度

を設定するとともに普及促進ＰＲを実施 

・中小企業新事業活動促進法、中小企業流通

業務効率化促進法に係る改正にあわせ計画

認定グループへの支援制度を新設 

・緊急健康被害等防止（アスベスト）対策へ

の支援制度を新設 

 

■事業実施へ向けた積極的支援（都道府県と

連携した的確な診断助言を実施） 

・基本構想の構築、運営体制等について診断 

 支援実績：２２先（前年度２１先・前年度

比５％増）、支援日数：１７４日（前年度

１９８日・小規模な支援先の増加による所

要日数の減） 

・実施計画書の作成等について助言 

 支援実績：１１先（前年度９先・前年度比

２２％増）、支援日数：１１９日（前年度

１３０日・小規模な支援先の増加による所

要日数の減） 

    

■高度化貸付先へのフォローアップ体制の充

実（３カ年後の事業実施目標達成率８０％

を目指したフォローアップの強化） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ)制度運営における改善 

 

・高度化融資制度の運営に当たっては、連帯

保証制度の見直し、条件変更の弾力化等、

適切な貸付条件の整備を行い、その貸付条

件に沿った確実な審査を行う。また、利用

者の利便性の向上を図るため、貸付に係る

手続の簡素化（従来、事業着手時と貸付時

にそれぞれ行われていた審査手続きの一元

化など）及び申請書類の削減により、貸付

審査に係る期間を短縮する（平成１４年度

実績：６７．３日）。 

・利用者の経営状況について継続的な情報収

集により、経営改善が必要な貸付先を早期

に把握し、これらの貸付先に対して経営状

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ)高度化制度運営における改善 

 

・改善された貸付条件の周知 

リニューアル事業への積極的支援、連帯保

証制度、貸付金利、条件変更の弾力化等の

内容について、地方公共団体及び中小企業

者に向けての制度普及を図る。 

・利用者の経営状況の把握 

高度化資金の利用者の経営状況を把握し、

利用者が不測の事態に陥る前に適切な対応

をとることにより、円滑な債権回収と新た

な不良債権の発生を防止するため、引き続

き、都道府県等を通じて高度化資金利用者

の決算書及び経営データを収集・整理・分

析する。 

・貸付先の経営課題解決のため職員、アドバ

イザーによる経営支援を強化 

支援実績：７８先（前年度５１先・前年度

比５３％増）、支援日数：４２８日（前年

度２８０日・前年度比５３％増） 

・事業目的の達成度、有効度、満足度に関す

る成果調査を実施 

貸付後一定期間経過した利用者に対する事

業目的の達成度、有効度、満足度に関する

成果調査を実施 

組合に対するアンケート調査結果（１３年

度に貸付を行った先）目的達成度９０％、

有効度８８％、満足度９１％ 

 

○災害への速やかな対応 

・新潟中越地震、新潟県中越地方集中豪雨、

台風23号による被災への対応（継続） 

・緊急健康被害等防止（アスベスト）対策へ

の対応 

 

■１７年度貸付決定額１１，０８６百万円（３

２先） 

１７年度末貸付残高 ６，１１４億円 

 

■ 貸工場等賃貸施設の入居者確保 

（地方公共団体との連携・協力） 

・テクノフロンティア堺 地方公共団体との

連携、地道な企業誘致活動が功を奏し６９．

６％(４月)より９４．６％(年度末)と飛躍

的に入居率が改善 

・テクノフロンティア岡山 賃料低減を行い

重点的企業誘致活動の実施により入居率が

向上（５５．３％→６８．５％） 

・引き続き低入居率施設の誘致促進を図る 

 

 

ⅱ)高度化制度運営における改善 

 

■制度のわかりやすいＰＲ、ニーズの直接把

握等、積極的な事業展開 

○改善された制度（連帯保証人の見直し、条

件変更の弾力化等）の普及・ＰＲ 

・都道府県への説明に加えて、業界団体等と

のブロック会議を開催し制度改正内容を説

明 

・全国１万先の組合に制度改正内容をＰＲ 

○新たな要望やニーズの把握  

・全国１万先の組合に対する調査、高度化成

果調査等により顧客ニーズを吸い上げ制度

改善を検討 

・顧客のニーズを踏まえ緊急健康被害等防止
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２）商業集積・中心市街地活性化支援 

 

 地域経済と地域コミュニティの担い手で

ある中小商業の経営基盤を形成している商

業集積の活性化のため、管内の商業集積の

実態把握や活性化支援を行う経済産業局と

況に応じた適切な経営改善を支援するた

め、相談・助言等を行い、不良債権の発生

の抑制に努める。 

・延滞等により回収が困難な状況にある利用

者からの回収を促進するため、専門家の派

遣や債権管理に関する研究会を開催するな

ど、都道府県の債権管理業務を支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ)産業用地の活用 

 

・地域産業集積の活性化、新事業創出の促進

のために整備した産業用地について企業

が進出する際の費用の助成について地方

自治体への働きかけ、地方自治体と連携し

た企業誘致活動の展開、企業ニーズに応じ

た区画の変更、賃貸による活用促進など産

業用地の有効活用のための多様な活動を

行うことにより、中期目標期間終了時点に

おいて産業用地の平均活用率６０％以上

を達成する。 

 

 

2)商業集積・中心市街地活性化支援 

 

・商業集積の魅力及びマネジメント能力の向

上や中心市街地の活性化のために、経済産

業局、地方自治体や関係団体との連携を強

化し、基礎的調査等の実施、人材育成や地

また、その分析結果から経営不振の兆候が

あると判断される利用者に対し、運営診断

及び事後助言の実施や外部専門家の派遣等

による支援を行う。 

・債権管理業務の充実 

債権回収に係る法律問題、効果的な回収方

法などについて都道府県の債権管理担当者

を対象に相談指導や研究会を実施するとと

もに、都道府県を対象に延滞債権に係るヒ

アリングを実施し、延滞原因、今後の回収

方法等について確認して、債権回収の促進

を図る。 

なお、平成１７年度は、関係機関・専門家

等の構成により、「延滞債権等に係る債権

管理・回収手法の検討会」を開催する。 

また、債権管理・回収業務においては、債

権回収の専門知識を持つ民間の専門家（弁

護士、サービサー）を債権管理アドバイザ

ーとして登録し、都道府県からの相談（出

張相談も含む）や研究会においても活用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ)産業用地の活用 

 

・賃貸制度の積極的活用等による企業誘致を

展開する。 

・造成中の産業用地については、引き続き、

地元自治体、関係者と一体となって、同用

地の地元の産業振興に有益となる活用プラ

ンの検討を進める。 

・産業用地ごとの販売方針を策定し、分譲促

進を図る。  

・平成１７年度においては、約１２ｈａの活

用を図る。 

 

 

2)商業集積・中心市街地活性化支援 

 

・市町村又はＴＭＯ（タウンマネジメント機

関）が行う中心市街地活性化の取り組みを

支援するためハード・ソフトの両面にわた

る総合的な診断・サポートを行う。特に、

（アスベスト）対策への支援制度を新設 

・集団化事業等の人数要件の緩和について制

度改善を検討 

  

■貸付に係る手続の簡素化及び申請書類の削

減により、貸付審査に係る期間を短縮 

１７年度実績：４９．６日（１４年度実績

：６７．３日） 

 

■適切な債権管理及びプロジェクト管理 

○アドバイザー派遣等を通じた都道府県の債

権管理強化、不良債権処理の促進等 

・都道府県からの債権回収に関する相談に関

し債権管理アドバイザー（弁護士及びサー

ビサー）を活用し適切な指導を実施 

相談指導件数４６件（前年度２６件、前年

度比７７％増） 

・都道府県と連携し債権回収の検討会・研究

会を実施 

債権管理事務・実務研究会を５回、延滞債

権等に関する債権管理回収手法研究会を４

回開催 

○貸付先の経営状況の把握及び経営不振先等

への専門家派遣の実施（経営不振の兆候が

ある支援先に対する支援を強化） 

利用者の経営状況を把握し決算書、経営デ

ータを収集・整理・分析するとともに経営

不振の兆候がある支援先に対し 専門家を

派遣 （派遣実績：３６先） 

 

 

ⅲ)産業用地の活用 

 

 

 →（４）期限の定められている業務等の項

参照 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)商業集積・中心市街地活性化支援 

 

■政策動向を踏まえたまちづくり支援（まち

づくり三法の見直しに対応した体制の整

備） 

中心市街地活性化の各種計画、実施体制等
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十分連携を図りつつ、１）の連携、集積等

のための施設の整備及び活用を進めるほ

か、まちづくり機関（ＴＭＯ）や商店街振

興組合等に対する助言、調査等を通じて、

商業集積の魅力及びマネジメント能力を向

上する。    

また、中心市街地の活性化等のため、経済

産業局のほか地方公共団体、まちづくりに

関連する各分野の専門機関等とのネットワ

ークを構築しつつ、調査研究、人材育成支

援、資金面での支援等を行う。さらに、中

心市街地活性化に資する施設等の適切な運

営管理及び積極的活用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

域のコンセンサス形成等に対する支援も含

め、活性化構想の具現化、計画づくりに対

する助言などの継続的な支援を行う。特に

マネジメント能力の向上については、商業

集積マネジメント能力を評価し、これを向

上させるための助言、調査等の支援を行う

ことにより、一定レベル以上のマネジメン

ト能力を有する地域を２０地域以上とす

る。 

・ＴＭＯ、商店街振興組合等、商業者等の団

体に対するアドバイザーの派遣等により、

経営課題や組織運営の課題解決のための支

援を行う。 

これらアドバイザー派遣事業の利用者に対

して「役立ち度」に関する調査を実施し、

４段階評価において上位２段階の評価を得

る割合を８０％以上とする。 

・中心市街地活性化法に基づく計画の認定を

受けた事業者からの債務保証の申込み及び

特定商業集積法に基づく特定商業集積の整

備事業者からの債務保証の申込みについて

は、業務方法書等に定めるところに従い信

用力、採算性等について的確な審査を行い、

事業リスクの合理的な分散と管理が確保さ

れ得るかを適切に判断するとともに、標準

審査期間１００日以内に諾否を決定する案

件の割合を８０％以上とする（平成１５年

度末までの実績は概ね平均２００日）。 

・整備済賃貸施設等に関し、地方公共団体が

作成した中心市街地活性化基本計画の進捗

等を踏まえ、機構の中心市街地活性化に資

する施設等の適切な管理運営を行い、積極

的活用を図るための改善及び提案を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

一定レベル以上の商業集積マネジメント能

力を有する地域を２０地域以上とすること

を目指し、ＴＭＯ等に対し職員や外部専門

家を派遣し、ＴＭＯ構想等に関して地域住

民のニーズ、組織・運営体制、都市機能に

おける位置づけ等の観点からヒアリング・

調査や必要な助言を行う。 

また、中心市街地活性化を支援するため、

経済産業局、地方自治体、関係団体等との

連携を推進しつつ、中心市街地活性化を推

進する人材の育成等を行う。 

・商店街等や中心市街地が抱える経営課題及

び組織運営の課題の解決を支援するため、

商店街組合、ＴＭＯ等に対して、外部専門

家を派遣し、適切な助言等を行う。 

これら専門家派遣事業の利用者に対して

「役立ち度」に関する調査を実施し、４段

階評価において上位２段階の評価を得る割

合を８０％以上とする。 

・中心市街地活性化法に基づく債務保証制度

については、地方公共団体等の担当部署及

び商業開発を担う民間企業に事業構想の初

期段階で情報提供することに努める。 

・債務保証の申し込みについては、標準審査

期間１００日以内に諾否を決定する案件の

割合を８０％以上とする。 

・整備済賃貸施設等に関しては、個別地方自

治体における中心市街地活性化基本計画の

具体的進捗等の把握や関係団体等とのネッ

トワークの構築を通じて、機構の中心市街

地活性化に資する施設等の適切な管理運営

を行うとともに、施設等の積極的活用を図

るための提案等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

について総合的な診断・助言を実施 

 

○市町村又はＴＭＯ（タウンマネジメント機

関）が行う中心市街地活性化の取組みを支

援 

・実効性確保診断（１５地域で実施）【１７

年度新規事業】 

中心市街地活性化に係る各種計画や事業の

実施手法、組織体制・経営基盤等について

診断助言を実施 

・実効性確保サポート（４７地域で実施）【１

７年度新規事業】 

ＴＭＯ等が開催するセミナー・研修会のサ

ポート、商業施設運営のアドバイス等によ

り中心市街地の発展・活性化を支援 

・専門家配置体制を充実するとともに全国の

取組み事例を把握するため３９９地区の実

態調査及び先進事例調査（２０地域）を実

施 

 

○中心市街地活性化や商店街活性化のための

支援 

・商店街等や中心市街地が抱える経営課題及

び組織運営の課題の解決を支援（実績４５

９先） 

【中心市街地タウンマネージャー派遣による

支援】 

支援先数１６７地域（前年度 １７５地域） 

 役立ち度（上位２段階） ９９．６％ 

【商店街活性化シニア・アドバイザー派遣に

よる支援】 

支援件数２７１先（前年度 ２２６先）  

役立ち度（上位２段階） ９９．４％ 

【商店街事務局強化アドバイザーによる支

援】 

支援件数２１先（前年度 ２１先）  

役立ち度（上位２段階） １００％ 

 

○中心市街地活性化を推進する人材の育成

（経済産業局、地方自治体、関連機関との

連携による人材の育成） 

・e-ラーニング、現地実習・現地研修・スク

ーリング等の実施により街づくりの中核的

推進役となる街元気リーダーの育成を支援

（登録会員数１５５１人） 

・実践コースにおけるe-ラーニング、現地実

習を新設し、街づくりに関する基礎から実

践までの知識を幅広く習得する機会を提供 

・現地研修を１５地域、現地実習を５地域、

スクーリングを６地域（７回）で開催（延

べ参加会員数：３９３人） 
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（３）経営環境の変化への対応の円滑化 

 

機構は、中小企業が経営環境の著しい変

化に直面し、その自主的な努力だけでは対

応が困難な場合等の対応について、各地域

において活動を行っている中小企業再生支

援協議会への支援手法や支援事例に関する

情報提供、それと連動しつつ中小企業の再

生を支援する再生ファンドの組成促進等に

より、全国的な事業再構築支援の体制の強

化の一翼を担う。   

また、中小企業倒産防止共済制度の確実

な運営を図る。これらの事業により、他の

金融機関の取組とあいまって、事業再生の

円滑化や連鎖倒産の防止のためのセーフテ

ィネットの充実を図る。 

 また、小規模企業者が事業の廃止等を行

う際の円滑化を図る小規模企業共済制度の

確実な運営を図る。 

 さらに、大規模な自然災害等が発生した

場合に、被害を受けた中小企業の借入れに

ついて利子補給を行うための基金の設置を

支援する。 

 

①再生支援の促進 

 

１）中小企業再生支援協議会への情報提供等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）経営環境の変化への対応の円滑化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①再生支援の促進 

 

１）中小企業再生支援協議会への情報提供等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）経営環境の変化への対応の円滑化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①再生支援の促進 

 

１）中小企業再生支援協議会への情報提供等

終了時のアンケートによると「参加してよ

かった」とする割合が全体の９５．７％ 

 

○中心市街地活性化法、特定商業集積法に基

づく債務保証 

・商工会議所、商業開発を行う民間企業、基

本計画が提出された市町村、商業関係機関

等（８４２ヶ所）に対し、情報提供を実施 

・法改正が予定されていた中心市街地活性化

法に基づく債務保証については、１７年度

の認定先はなく債務保証の申し込みもなし 

・特定商業集積法に基づく債務保証について

は、１２年度以降基本構想承認プロジェク

トがなく、債務保証の申し込みもなし  

 

■中心市街地活性化に資する施設等の適切な

管理運営・積極的活用 

・中心市街地活性化のために実施した「たじ

み創造館活性化モデル事業」を市と連携し

て実施 

・その他の施設においても、地元への協力や

施設改修等の積極的な取り組みを実施 

 

 

（３）経営環境の変化への対応の円滑化 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①再生支援の促進 

 

１）中小企業再生支援協議会への情報提供等 
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機構は、中小企業再生支援協議会の円滑な

活動の強化の 

ため、経済産業局、政府系金融機関、保証

協会等との連携のもと、中小企業の再生に

当たって共有すべき情報（支援策や事例等）

や支援ツールの提供を行う。また、産業活

力再生特別措置法に基づく債務保証等の業

務を着実に実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）再生ファンドの組成促進 

 

機構は、短期的な利益獲得を目指すので

はなく、中小企業再生支援協議会と連携し、

中期的に株式、債券を保有することにより

投資先企業に対する継続的な支援を行う再

生ファンドの組成を促進する。 

 その際、中小企業を再生させる能力を有

し、資金を毀損するおそれの低い適切な運

営能力を持つ再生ファンドの組成の促進に

留意する。また、機構の出資を受けた再生

ファンドによる投資事業が適切に行われて

いるかを管理する仕組みを強化する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業再生支援協議会に対し、中小企業

の再生に関する支援策や事例等の情報提供

や、連絡会議等への参加等を通じて連携を

強化するほか、協議会のニーズを踏まえ、

必要に応じ支援ツールの提供を行う。 

・産業活力再生特別措置法に基づく計画の認

定を受けた事業者からの債務保証又は出資

の申込みについては、業務方法書等に定め

るところに従い信用力、採算性等について

的確な審査を行い、リスクの合理的な分散

と管理が確保され得るかを適切に判断する

とともに、標準審査期間１００日以内に諾

否を決定する案件の割合を８０％以上とす

る（平成１５年度末までの実績は概ね平均

２００日）。 

 

 

2)再生ファンドの組成促進 

 

・短期的な利益獲得を目指すのではなく中期

的に株式、債権を保有し、地域において投

資先企業に対する継続的な支援を行う地域

中小企業再生ファンドの組成を促進する。

そのため、中小企業を再生させる能力を有

し、かつ、地域の中小企業の実情に精通し、

中小企業再生支援協議会と連携して支援を

行う等、出資金を毀損するおそれの低い運

営能力を持つと判断されるＧＰ（ファンド

の運営責任者）の選定に努め、地域（民間）

からの要請に応じて資金を供給する。事業

実施に際してはファンドの投資実績がニー

ズに対応したものとなっているか考慮する

とともに、組成したファンドに対し、債権

買取の適正性も含めファンドの運営状況に

関する監査結果の確認、再生計画の進捗状

況の把握等、継続的なモニタリングを行い、

必要に応じてＧＰに対し意見を述べるなど

により、地域中小企業再生ファンドの財務

の健全性を確保し、地域中小企業の再生に

向けた取組みを支援する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・中小企業再生支援協議会及び経済産業局等

が実施する連絡会議等に積極的に参加し、

各協議会との連携を深めるとともに、中小

企業の再生支援に有効な支援策、事例等に

関する情報を収集し、加工・分析のうえ、

各協議会に対して情報提供する。 

・産業活力再生特別措置法に基づく債務保証

制度等については、国との連携を密にしつ

つ活用の推進を図る。 

・債務保証の申し込みについては、標準審査

期間１００日以内に諾否を決定する案件の

割合を８０％以上とする。 

 

 

 

 

 

2)再生ファンドの組成促進 

 

・経済産業局、都道府県、中小企業再生支援

協議会等との連携のもと、地域の金融機関

やファンド運営会社に対する制度説明を行

うとともに、先進事例に関する情報も提供

することにより、ファンド組成を促進する。

また、ファンド出資に係る審査、契約、出

資金払込等の手続きに関する事務処理につ

いて迅速な対応を図るとともに、審査ノウ

ハウの向上に努め、出資金を毀損するおそ

れの低いファンド運営会社（ＧＰ）の選定

を行うこととする。さらに、組成後のファ

ンドの投資委員会へのオブザーバーとして

の参加をはじめ、半期ごとにＧＰから提出

される業務執行状況報告書やファンドの運

営状況に関する監査報告書等の確認などを

通じて、ファンドの適正な運営に関するモ

ニタリングを徹底するとともに、投資事例

等の情報収集、事例分析を行い、有効な情

報の蓄積を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■中小企業再生支援協議会等との連携 

・全国中小企業再生支援協議会連絡会議（年

２回）に出席し、再生ファンドの組成進捗

及び投資事例等についての情報を発信 

・中小企業再生支援協議会及び経済産業局が

実施する連絡会議、勉強会に延べ２４回参

加 

■産業再生法に基づく債務保証 

・１６年度以降債務保証制度の対象となる事

業革新施設導入計画を新規に策定した事業

者なし（債務保証の申し込みなし） 

 

 

 

 

 

 

2)再生ファンドの組成促進 

 

■地域へのさらなる浸透と成果に向けたフォ

ローアップ（地域ニーズを踏まえた再生フ

ァンドの組成促進） 

○事業再生に取り組む中小企業の資金調達の

円滑化及び再生支援を実施するため、地域

に密着したファンドを組成 

１７年度出資決定実績 ６７億円 ※５組

合（愛媛、埼玉、千葉、沖縄、大阪） 

・金融機関、中小企業再生支援協議会、経済

産業局、都道府県等との連携を取りつつ、

トップセールスによりファンド組成を促進 

・事業創設以来の出資実績：ファンド数１３ 

出資決定額１８７億円、投資先企業４７社 

・信用補完制度や税制面等の制度改正情報及

びファンドの組成事例や投資事例の情報提

供による組成促進 

 

○投資先案件の増大及び投資先案件の再生に

向けた着実なフォローアップ 

・中小企業再生支援協議会、地元金融機関等

との連携 

・投資先企業の業績把握のため投資先企業の

カルテを作成しモニタリングを徹底 

・出資先ファンドのモニタリング徹底のため

投資委員会の全てに参加（２３回） 

・出資決定フローの見直しを実施 

・ＧＰ間の情報交換を促進するためＧＰ連絡

会を開催 

○成果に向けた複合的支援 

投資先企業へのハンズオン支援により地域

中小企業の再生に向けた取り組みを支援 
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②小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止

共済制度の確実な運営 

 

１）資産の運用管理 

  

小規模企業共済制度においては、後掲の

加入促進策の実施にあわせ、資産運用の一

層の効率化を図り、累積欠損金を減少させ

る。 

なお、資産運用については、その健全性

を確保するため、第三者による外部評価を

徹底し、評価結果を事後の資産運用に反映

させる。 

中小企業倒産防止共済制度においては、

後掲の加入促進策の実施にあわせ、外部資

源を活用した回収管理体制の一層の強化そ

の他の制度運営の改善に係る継続的な工夫

と、着実なモニタリングの実施等により、

共済貸付金の回収の向上等を図り、制度の

財政的安定性を高める。 

また、契約者が共済制度の運営状況を的

確に把握できるよう、徹底した情報公開を

進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止

共済制度の確実な運営 

 

1) 資産の運用管理 

 

・小規模企業共済制度においては、安全かつ

効率的な資産運用を行うため、資産運用の

目標、基本ポートフォリオ等について基本

方針を定め、これに基づいた運用を行い累

積欠損金の減少に努める。また、少なくと

も年１回資産構成等の運用実績について基

本方針に沿った運用が行われているかを中

心に評価を受けるとともに、基本ポートフ

ォリオの有効性等の評価も併せて受け、当

該評価結果をその後の資産運用に反映させ

る。 

・中小企業倒産防止共済制度においては、外

部人材の採用及びノウハウの導入、業務の

マニュアル化を始めとした回収管理体制の

一層の強化を図るとともに、延滞発生直後

の迅速な対応やモニタリングの仕組みの構

築を始めとした回収管理措置の充実を図る

ことにより、共済貸付金回収率の一層の向

上に努めることとする。 

・共済制度の運営状況については、インター

ネット、広報誌等を通じ契約者に対し徹底

した情報の公開を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止

共済制度の確実な運営 

 

1) 資産の運用管理 

 

・小規模企業共済制度においては、資産運用

の目標、基本ポートフォリオ等を定めた資

産運用の基本方針に基づき、安全性と効率

性に留意した運用を実施し、累積欠損金の

縮減を図り資産の健全化に努める。 

また、その運用実績について基本方針に沿

った運用が行われているかの外部評価を受

け、その結果を資産運用に反映させる。 

・中小企業倒産防止共済制度は、毎年の共済

貸付金回収率が８７％程度であれば中期的

に財務収支がバランスするため、それを目

標に外部人材の活用及びノウハウの導入、

業務のマニュアル化などによる債権保全体

制の強化を図るとともに、外部専門機関等

（サービサー）を活用するなど、各種回収

策を確実に実行する。 

特にサービサーへの債権回収委託について

は、回収金の一定割合に相当する金額を成

功報酬とする措置を講ずることなどによ

り、回収成果の最大化を図る。 

・契約者が共済制度の運営状況を的確に把握

できるように、資産の運用状況等をインタ

ーネットや加入者に対する広報誌等を通じ

て積極的に公開する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②小規模企業共済制度及び中小企業倒産防止

共済制度の確実な運営 

 

1) 資産の運用管理 

 

■４本柱で着実な制度執行を推進（小規模企

業共済、中小企業倒産防止共済）加入促進、

加入者サービス向上、業務効率化、財務改

善 

 

■財務改善（安全かつ効率的な資産運用） 

・外部専門家からなる資産運用委員会を開催

し安全かつ効率的な運用を徹底 

１７年度第１回資産運用委員会（６月開催）

において１６年度の資産運用実績を報告し

適正な運用がなされているとの評価を得る 

１７年度第２回資産運用委員会（３月開催）

において現在の基本ポートフォリオは効率

的でありこれを維持すべきとの評価を得る 

・自己運用における計画的な債券取得や１７

年度から新たに開始した特化型運用により

一層の効率的な運用を実施 

・こうした安全かつ効率的な資産運用により

累積欠損金が 

２，９３２億円減少（前年度比）（１６年

度末▲８，８１８億円→１７年度末▲５，

８８６億円(小規模企業共済)） 

（旧法人時における長期金利水準の低下、独

法化に伴う独法会計基準に基づく時価会計

導入（評価損）を要因とした繰越欠損金９，

４２０億円を承継） 

 

■財務改善（回収管理体制の強化） 

・回収マニュアル（回収事例集、法律相談事

例集）等を拡充し回収管理体制を強化 

・外部人材や外部専門機関（サービサー）を

積極的に活用し貸付金回収措置を充実 

・特別管理の債権を一元的に管理する体制を

構築（バックオフィスを設置） 

・延滞に対する初期対応の強化、マニュアル

整備等を通した回収の強化 

（貸付回収率：１６年度末８３．０％ → 

１７年度末８３．８％に改善） 

 

○加入者サービスの向上努力（顧客利便性の

向上） 

・両共済制度の加入状況、資産運用状況等に

ついて、機構のホームページを通じ契約者

等に公開 
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２）加入促進策の効果的な実施 

 

両共済制度は、多くの中小企業が参加する

ことにより、小規模事業者の福祉の増進や

中小企業者の自助努力による経営の安定を

促進するものであり、そのより幅広い普及

を図る観点から、両共済制度に係る加入促

進計画を策定し、当該計画を積極的に展開

することにより、加入者数の増加を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) 加入促進対策の効果的な実施 

 

・特定の都道府県を対象とした集中的な加入

促進や確定申告時期に合わせた加入促進の

実施などを盛り込んだ加入促進計画を策定

し、これに基づき加入促進活動を着実に実

施する。また制度の周知・普及を図るため、

わかり易く訴求力の高い広報資料等を作成

するとともに、支援機関等との連携、イン

ターネット等を積極的に活用する。これら

により中期目標期間中に、小規模企業共済

制度については３７万６千件、中小企業倒

産防止共済制度については８万件以上の加

入を目標とする（平成１４年度実績：小規

模共済７６，５０２件、倒産防止共済：１

６，２６３件）。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2）加入促進対策の効果的な実施 

 

・加入促進計画に基づき、１０月及び１１月

に全国規模で集中的な加入促進運動（全国

加入促進強調月間運動）を実施する。 

・小規模企業共済制度では７県とタイアップ

して、中小企業関係団体、市町村等の協力

のもとに集中的な加入促進運動（モデル都

道府県運動）を実施するとともに、帯広市、

久留米市においても、関係機関を挙げて集

中的な加入促進運動（都市部運動）を併せ

て行う。 

・中小企業倒産防止共済制度については、群

馬県とタイアップして、集中的な加入促進

運動（全都道府県運動）を実施するほか、

地方自治体と連携して特定の商工会又は商

工会議所地区における集中的な加入促進運

動（特定地域特別加入促進運動等）を着実

に実施する。（釧路市、八戸市（商工会議

所地域）、東京商工会議所中央支部・北支

部・板橋支部・江東支部の各地域） 

・制度の周知・普及を図るため、わかり易く

訴求力の高いパンフレット・ポスター等の

広報資料を作成し、関係機関（商工会・商

工会議所等の委託団体、金融機関、事業者

団体）等に配布し、共済制度の周知広報依

頼を行うとともに、関係機関等の発行する

広報誌（紙）への共済制度に関する広告の

掲載や記事掲載を積極的に働きかける。特

に、平成１７年度は小規模企業共済法施行

４０周年にあたるため、これに因む行事等

を通した機構のＰＲと制度普及を進める。

・これら活動により、平成１７年度における

加入目標を、小規模企業共済制度８０，０

００件、中小企業倒産防止共済制度１８，

０００件とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・加入者に対する広報ツールにおいて共済関

連情報に加え、機構全体の情報等を提供 

 

 

2）加入促進対策の効果的な実施 

 

■積極的な加入促進を実施（地方公共団体、

関係機関との連携を通した加入者開拓努

力） 

・トップセールス及び支部の活用を強化する

とともに、地域金融機関・税務関係団体・

自治体・中小企業支援団体等、地元機関と

の連携強化を始めとした加入促進を積極的

に展開 

・マスメディアに加え、業界団体、交通機関、

インターネット等各種のチャネル・媒体を

活用した広報を実施 

・制度の愛称創設、委託機関に対する追加手

数料等を準備中  

・地方公共団体との連携により掛金助成制度

を新設（地方公共団体が半年間掛金を助成） 

・金融機関との連携による加入促進（成功報

酬型手数料支払いなどインセンティブ制度

の導入等） 

・業種別団体への積極的な働きかけを実施（新

規委託先の開拓、業種別データを基にした

加入促進の展開） 

 

○加入促進運動の展開 

・制度普及と加入促進を全国規模で強力に推

進するため「全国加入促進強調月間運動」

を実施 

・地方公共団体をはじめ関係機関の協力のも

とにモデル都道府県運動、都市部運動を実

施（小規模企業共済） 

・都道府県、中小企業支援機関等とタイアッ

プした集中的加入促進運動、全都道府県運

動を実施（中小企業倒産防止共済） 

 

○共済制度の周知・普及促進のためのＰＲ活

動を実施（訴求性の高いＰＲ活動の実施） 

・小規模企業共済制度発足４０周年を記念し

加入促進貢献団体に対し中小企業庁長官表

彰を実施（５０団体） 

・確定申告時にあわせ戦略的かつ効果的な広

報活動を展開   

 

■１７年度加入実績 

○小規模企業共済：９１，０５２件（１７年

度計画件数 ８０，０００件 年度計画達

成率１１４％） 
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３）契約者サービスの向上 

 

共済金の給付や貸付に係る手続きや提出

書類について、合理化等の見直しを進める

とともに、給付及び貸付審査事務等の内部

事務手続についても検証を行い処理の迅速

化を図る。 

また、契約者の相談内容等に応じて、的

確に情報提供を 

行う。 

さらに、両共済制度が中小企業や中小企

業支援機関等と構築しているネットワーク

を活用し、中小企業支援施策に関する情報

を提供する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 契約者サービスの向上 

 

ⅰ）各種手続きの簡素・迅速化 

 

・共済金の給付、貸付け、審査等の各種事務

手続きについては、掛金の収納や共済金等

の送金等に係るシステム開発や、各種手続

書類を容易にダウンロード出来る環境を構

築するなどの見直しを進め、処理期間の短

縮化を図りサービスの向上に努める。特に

迅速な貸付けが求められる倒産防止共済制

度においては、効率化を図ることにより、

大規模倒産等特別な状況下にある場合を除

き、申請受理後貸付けが行われるまでの期

間について、１８日以内で貸付けが行われ

る案件の割合を８０％以上とする（平成１

２～１４年度実績（平均）：２２．４日）。 

 

 

 

 

 

 

 

ⅱ） 契約者相談窓口機能の向上 

 

・契約者からの相談・照会については、相談

応答業務のマニュアル化等や電子メール等

の活用も含めた各種応答方法の検討を行う

等、契約者等からの相談等に対し的確な情

報提供を行い、より質の高い契約者サービ

スを提供できる体制を構築する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) 契約者サービスの向上 

 

ⅰ）各種手続きの簡素・迅速化 

 

・手続きの簡素化、迅速化のため掛金の収納

や共済金等の送金等に係るシステムの設計

を行うほか、各種手続書類を容易にダウン

ロード出来る環境を構築し、一部書類につ

いてはダウンロードを可能とする。 

また、事務処理の正確化・迅速化を図るた

め、各種事務作業の分析に基づきマニュア

ルの改善や外部委託を推進する。 

・中小企業倒産防止共済制度においては、審

査事務の効率化等により審査期間の短縮化

に努めるとともに、制度の健全な運営を維

持するため不自然な貸付請求については、

引き続き慎重な貸付審査を実施する。 

共済金貸付に係る処理期間については、１

８日以内で貸付けが行われる案件の割合を

８０％以上とする。 

 

 

 

 

ⅱ）契約者相談窓口機能の向上 

 

・契約者からの相談・照会については、電子

メール等の活用も含めた各種応答方法の検

討を行うほか、相談業務の対応の基本、実

際の対応例等を定めた応答マニュアルを作

成し、懇切丁寧な対応を職員に徹底する。

また、ホームページにおいて申請書等の記

載方法等加入者がわかりやすい情報を提供

するとともに、手続用紙を可能な範囲でダ

ウンロードして使用できるようにするな

ど、各種諸手続の電子化を進める。 

 

 

 

各種加入促進運動等の取り組みを強化・実

施して加入目標を上回る実績を達成  

○中小企業倒産防止共済：１３，５４５件（１

７年度計画件数 １８，０００件 年度計

画達成率 ７５％） 

引き続き関係機関とのより一層の連携を通

して加入者開拓に努める 

＜倒産防止共済加入件数の未達成原因＞ 

景気の安定推移により、倒産発生件数が大

幅に減少した等の原因が考えられる 

 

 

3) 契約者サービスの向上 

 

ⅰ）各種手続きの簡素・迅速化 

 

○加入者サービスの向上努力（顧客利便性の

向上） 

・インターネットによる各種手続書類の提供

を拡充 

○外部専門家の知見を活かしつつ業務フロー

を見直し 

効果的・効率的なアウトソーシングを推進

中 

・共済の手続き事務において委託先を決定（２

０%強（約５千万円／年）のコスト削減を見

込む） 

業務の定型性に鑑み、競争による選定プロ

セスを導入し、企画選考により民間企業に

委託先を決定 

○システムの抜本的な見直しに着手 

○迅速な貸付処理の実行 申請受理後貸付ま

での処理期間が１８日以内の割合８０％を

１６年度に引き続き達成 

 

 

ⅱ）契約者相談窓口機能の向上 

 

○相談応答体制の拡充 

・顧客ニーズを踏まえ平日の１９時までと土

曜日の相談応答を開始 

・電子メール等の活用も含めた各種応答方法

について引き続き検討 

・相談業務の対応の基本、実際の対応例等を

定めた応答マニュアルを拡充し職員等に徹

底を図った 

・インターネットによる各種手続書類の提供

を拡充 

 

○加入者の声の体系的な把握・分析体制の整

備等、利用者との受発信機能を強化 
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（４）施策情報の提供機能の充実 

 

中小企業を対象として種々の公的支援機

関が実施する施策については、施策が多岐

にわたっていること、施策同士のつながり

を意識したＰＲが十分でないこと、情報提

供の手段や内容が画一的であることなどに

より、これまで十分な周知が図られていな

い面があった。 

このため、機構は、機構自らの実施する

施策はもとより、種々の公的支援機関が実

施する施策について、施策情報をわかりや

すく提供する素材を作成し、積極的に周知

する。 

また、機構は、自らの蓄積する情報提供

 

 

 

 

ⅲ）支援機関等との連携 

 

・支援機関等と連携し加入促進対策を実施す

るに際しては、支援機関等に対し機構が実

施する両共済制度以外の各種施策のＰＲも

併せて実施することとする。 

また、定期的に発行する契約者向けの広報

誌や広報資料等の媒体を、両共済制度以外

の中小企業施策を周知・普及するための広

報ツールとして有効的に活用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（４）施策情報の提供機能の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ⅲ)支援機関等との連携 

 

・支援機関等と連携した加入の促進において

は、共済制度以外の各種施策のＰＲも積極

的に実施する。 

また、共済加入者広報や広報資料等の媒体

を両共済制度以外の中小企業施策を周知・

普及するための広報ツールとしても活用す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③災害時における迅速な対応 

 

災害時においては被災中小企業の速やかな

回復に向けて専用相談窓口を設置するなど

の支援体制を迅速に整備するとともに、災

害高度化融資や小規模企業共済の傷病災害

時貸付などを含めた支援策を総合的に実施

していく。 

 

 

 

 

 

 

（４）施策情報の提供機能の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○利用者の視点に立ってサービス全般に係る

改善点を網羅的に検討、可能なものから順

次改善に着手 

 

ⅲ)支援機関等との連携 

 

○加入者に対する広報ツールにおいて共済関

連情報に加え、機構全体の情報等を提供 

○支援機関等と連携した加入の促進 

・トップセールス及び支部の活用を強化する

とともに、地域金融機関・税務関係団体・

自治体・中小企業支援団体等、地元機関と

の連携強化を始めとした加入促進を積極的

に展開 

・マスメディアに加え、業界団体、交通機関、

インターネット等各種のチャネル・媒体を

活用した広報を実施 

・小規模企業共済制度発足４０周年を記念し

加入促進貢献団体に対し中小企業庁長官表

彰を実施（５０団体） 

  

 

③災害時における迅速な対応 

 

○災害時における迅速な対応 

～貸付形態を見直し即日貸付を実施～ 

・貸付形態を見直し災害時において即日貸付

を実施（通常最短でも申請後の所用日数は

１０日前後） 

被災者の緊急的資金需要に迅速に対応でき

るよう制度見直しを実施 

災害時即日貸付の実績  台風１４号被害

対応（２２件、９０百万円）、長野・新潟

県豪雪被害対応（２件、１１百万円） 

 

 

（４）施策情報の提供機能の充実 
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ノウハウを活用し、各経済産業局と連携し

て、地方自治体やその関係支援機関、商工

会、商工会議所、金融機関等において、よ

り多くの中小企業に対してそれぞれに適し

た施策情報が提供される体制を構築する。 

 

①施策情報のわかりやすい提供方法の充実 

機構は、中小企業者のニーズに合った施

策情報が容易に入手できるよう、インター

ネットを活用しつつ、適切な検索機能をも

った体系的な施策情報の提供ツールを充実

する。 

また、各施策の利用の具体的実態を踏ま

えて、施策活用の具体的事例やＱ＆Ａ方式

の情報など、ユーザーにとって施策の活用

方法がイメージしやすい情報提供素材を充

実する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②施策情報に詳しい相談人材の育成促進 

 

施策情報の提供は、できるだけ個々の事

業者のニーズに合った施策情報を取り

出して紹介することが効果的であり、中

小企業からの相談に応じて、その中小企

業が抱える課題を的確に把握しつつ施

策情報の提供を行うのが適切である。こ

のため、機構は、中小企業に対する施策

を行うほかの支援機関との人的交流を

図りつつ、研修や実務を通じてそのよう

な相談を行う人材の育成を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①施策情報のわかりやすい提供方法の充実 

 

・中小企業者からの要請の強い金融等の施策

情報、活用事例、地方自治体等が独自に実

施する施策の情報も含め、必要な施策が検

索できるような施策の逆引き機能を持った

施策情報サイトを構築する。また、各種媒

体の他、相談機能や関係機関の活用など、

中小企業施策を広く効果的に周知させるた

めの情報提供方法の多様化を図る。 

・関係機関の協力も得ることにより、Ｑ＆Ａ

集、成功事例集等の作成等を行い、情報活

用の容易性に配慮したコンテンツの作成、

提供を着実に進める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②施策情報に詳しい相談人材の育成促進 

 

・職員を研修や相談業務に直接従事させる機

会を増加させること等を通じて、中小企業

の抱える経営課題を的確に把握し、適切な

施策情報の提供ができるような内部人材を

育成する。また他の中小企業支援機関との

相互の人的交流などを通じて施策情報やそ

の活用に関する情報提供能力を向上させ

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①施策情報のわかりやすい提供方法の充実 

 

・中小企業支援機関等が保有する情報を一元

的に検索できるポータルサイトである

「J-Net 21」において、中小企業者からの

ニーズの高い金融等の施策情報、活用事例

に関する内容を充実するほか、地方自治体

等が独自に実施する施策情報も提供する。

その際には、経営課題に応じた適切な施策

が検索できるような施策の逆引き機能を付

加するとともに、更新頻度を増やすなど情

報の鮮度にも配慮する。 

・中小企業新事業活動促進法に基づく新しい

中小企業施策の周知を図るため各種媒体・

イベントを活用した広報を行うほか、中小

企業施策全般について広く効果的に周知さ

せるため相談事業、研修事業、関係機関と

のネットワークなど、各種媒体を活用した

情報提供方法の多様化を図る。 

・さらに、事業毎の成功事例や関係機関から

の事例情報を幅広く収集し、一元的検索を

可能とするほか、経営や施策に関するＱ＆

Ａ集の充実も図る。 

 

 

 

②施策情報に詳しい相談人材の育成促進 

 

窓口相談業務の均一性、レベルの向上のた

め窓口相談者研修を実施するほか、各支部

において相談業務に直接従事させる機会を

増加させるなどＯＪＴもあわせて実施す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

①施策情報のわかりやすい提供方法の充実 

 

○ Ｊ-Ｎｅｔ２１のコンテンツの充実   

（他機関との施策情報と併せた情報提供） 

・資金調達ナビとして国、都道府県などの公

的な補助金、助成金、融資、利子補給制度

などの情報を検索できる状態で提供 

・施策活用事例１８６企業、異業種交流事例

１００企業、新連携事例５０企業を収集・

掲載 

・逆引き機能の強化 経営課題から活用でき

る施策まで一読できる「ビジネスQ&A」を３

１５問作成し掲載 

・利用者の立場から施策をみた「ジェイネッ

トコラム」などを大幅強化 

・内容の充実はもちろん、見やすいページ、

簡便な検索機能の充実等、ユーザーサイド

に立った改善を実施 

 

○組織横断的なタスクフォースを設置し効果

的な広報を追求 

・各種事業、事業成果等を積極的に情報発信

（ＴＶ・ラジオＣＭ、新聞、インターネッ

ト、雑誌広告等） 

 

 

②施策情報に詳しい相談人材の育成促進 

 

○ワンストップサービスの確立のためコンシ

ェルジェ研修、窓口相談担当者研修を実施 

 施策情報の提供、顧客満足の向上、顧客の

問題解決の水先案内人を目指すための研修

を実施 

○「窓口相談マニュアル」、「窓口相談にお

ける施策情報提供の手引き」等を活用し窓

口機能を強化 

○アスベスト問題に関する自治体・業界団体

等の提供情報等を適切に紹介する「中小企

業アスベスト相談担当者」を設置 

担当者に対し基礎情報習得のための研修を

実施 

○人事交流の推進、民間からの出向受入等に

よる専門人材の積極活用 
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③相談窓口における施策情報提供 

 

機構は、中小企業者が日常的に直面する様

々な経営課題への対応について（２）②２）

に記載する相談窓口として相談に応じる際

にその相談内容に応じて、それぞれの中小

企業者等の経営課題に合った具体的な施策

の紹介を行う。 

また、個別の行政施策情報のＰＲに加えて、

このような相談機能を積極的に広報するこ

とにより、行政施策情報の効果的な浸透を

図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④施策情報を提供する機関との連携等 

 

経済産業局、地方自治体はもとより、中

小企業者と直接接する各地域の公的支援機

関や金融機関、民間のコンサルティング企

業などが、施策情報の提供主体として有効

である。機構は、これらの主体が施策情報

提供を円滑に行い、関係施策が効果的に活

用されるよう、情報提供素材の供給などこ

れらの機関との提携関係の強化を図り、全

国的な情報提供体制の強化を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③相談窓口における施策情報提供 

 

・中小企業者に対する窓口相談を通じて、経

営課題への対応に関するアドバイスに併せ

て、課題解決に有効な施策情報を提供し、

課題解決の促進を図る。また、こうした施

策情報提供機能を幅広く周知するため、関

係機関との積極的な連携を行うとともに、

機構の保有する媒体やイベント等の積極的

な活用により浸透を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

④施策情報を提供する機関との連携等 

 

・各支部において、行政施策情報担当者を配

置し、地方自治体等の公的支援機関、金融

機関等の民間機関が事業者に対して的確な

施策情報を幅広く提供できるよう連携体制

を構築する。また、これらの機関に対する

施策情報の提供、これらの機関が実施する

施策情報の収集整理等を行うとともに、こ

れらの機関が抱える課題、事業ニーズ等を

掘り起こすことにより、機構の実施する事

業についてこれらの機関との連携を強化す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

③相談窓口における施策情報提供 

 

窓口相談を通じて、経営課題の解決に有効

な施策情報をあわせて提供するとともに、

課題解決の促進を図るため、窓口相談にお

ける施策情報提供の実績等を分析し、有効

な施策情報提供手法について検討を進め、

その成果を窓口相談機能の強化に活用す

る。 

また、こうした施策情報提供機能を幅広く

周知するため、機構の保有する新聞、

J-Net21、ホ－ムページ、メールマガジン等

の媒体や、ベンチャーフェアやベンチャー

プラザ事業、あるいは他機関のイベント等

の積極的な活用を図る。 

 

 

 

 

 

 

④施策情報を提供する機関との連携等 

 

・各支部は、引き続き、地方自治体等の公的

支援機関や金融機関等の民間機関との連携

を深め、各種のイベントでの相談コーナー

の設置、施策セミナーなどを積極的に実施

するとともに、金融機関等の民間機関が事

業者に対して的確な施策情報を幅広く提供

できるよう、大学校における研修のほか、

相談会・説明会など施策情報提供の場を積

極的に設ける。 

・また、本部においては、施策情報を適切に

収集・整理し、各支部に伝達する。 

・各支部は地域に構築した人的ネットワーク

を活用して、関係機関の有する情報を収集

・整理する。また、機構の実施する事業に

ついて産業クラスター計画との連携や地方

自治体の産業プロジェクト等の支援のため

働きかけや調整を行う。さらに、これらの

活動等を通じて把握された地域等の課題や

事業ニーズを、関係機関と連携・調整のも

と、機構事業の改善や新たな展開に的確に

反映させる。 

 

 

 

 

 

 

 

③相談窓口における施策情報提供 

 

○窓口相談における施策情報提供の実績等を

分析し、課題解決の促進を強化するため、

１６年度に作成した窓口相談カルテデータ

ベースを整備拡充 

○窓口相談実績で相対的にウェイトの高い事

業資金関係情報の充実策として、全国ベー

スの目的別公的資金情報や支部所在地の地

域金融機関の支援メニューを拡充し活用 

○新政策課題への対応（知的財産経営等に取

り組む中小企業を支援） 

各支部に知的財産相談窓口を設置し知的財

産に関する 

助言・相談を実施（１７年度相談件数１，

１３２件） 

○機構主催のイベントの他、共催、後援イベ

ント等において、施策広報ブースを設け施

策情報を提供 

 

 

④施策情報を提供する機関との連携等 

 

○他の支援機関、業種団体との連携強化等を

通した情報提供チャネルの多様化 

・施策情報、支援情報等の情報交換、事業連

携強化を図るため、経済産業局、都道府県

等中小企業支援センター等と定期的に連携

会議を開催 

・都道府県等中小企業支援センターとの事業

連携によるマーケティング支援の強化（販

路開拓コーディネート事業） 

・地銀協と連携し、地方銀行のホームページ

上に機構の「経営相談窓口（メール相談）」

コンテンツを新たに設置 

・プロジェクトマネージャー全国会議におい

て支援事例に係る研究を行うとともに成功

事例等を共有化（支部単位においてブロッ

ク会議を開催） 

○シンポジウム、セミナー、出張相談会等を

積極的に実施し、施策情報を広く提供 

○顧客ニーズを踏まえたタイムリーな情報提

供を実施  

アップ・ツー・デートの経営課題に関わる

情報をタイムリーに発信（虎ノ門セミナー

を開催 ２０回開催、参加者数１，３８８

人） 

 

○新たなニーズ及び政策課題に即応したサー

ビスの提供 

・会社法、アスベスト問題、ＢＣＰを始めと
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（５）期限の定められている業務等 

 

①政令によって期限が定められた産業用地分

譲業務等 

 

地域振興整備公団が整備した中小企業基

盤整備機構法附則第５条及び附則第６条第

３項に掲げる産業用地の分譲業務等につい

ては、中小企業基盤整備機構法施行令附則

第２条第１項及び第５条第１項に定められ

た期間で終了するため、当該期間で完売す

るために必要な総合的な分譲促進策を策定

し、着実に実施する。また、中期目標期間

終了後の未利用面積が中期目標開始時点に

比べおおむね半減していることを目標とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）期限の定められている業務等 

 

①政令によって期限が定められた産業用地分

譲業務等 

 

・総合的な分譲促進策として、産業用地の分

譲等について、効率的な分譲体制の整備、

広範かつ多様な営業活動や分譲・賃貸条件

の弾力化等を定めるとともに、企業ニーズ

を踏まえた産業用地の分割整備や価格設定

を行い、これらを通じて、中期目標達成に

向けた着実な分譲の推進に努める。 

・また、地域経済の活性化に向け、地域の産

業集積を図るプロジェクトや、環境、エネ

ルギー、その他公共公益系施設に係る用地

需要等についても、地元自治体と連携を密

にし、産業用地の利活用を促進する。 

・なお、中期目標達成に向け、各産業用地の

事業実績に応じた見直しを毎年度行うとと

もに、分譲等が進んでいない産業用地につ

いては、関係自治体等と協議し、各産業用

地ごとに個別かつ具体的な成果が見込まれ

るあらゆる分譲等促進策を検討・実施する

ことにより、抜本的対策を講じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５）期限の定められている業務等 

 

①政令によって期限が定められた産業用地分

譲業務等 

 

・分譲状況や周辺の取引状況等も踏まえ、分

譲価格を見直し、競争力のある価格に改定

する。 

・小区画のニーズについて、可能な限り柔軟

に対応する。 

・賃貸制度について、広くＰＲを行う。 

・地域の産業集積を図るプロジェクトや、環

境、エネルギー、その他公共公益系施設に

係る用地需要等について、調査・検討を進

める。 

・産業用地ごとの販売方針を策定し、分譲促

進を図る。 

・これらを通じて平成１７年度は約１２０ha

の利活用を図る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

した最新の課題・テーマについて迅速な情

報提供・助言を実施 

・国際化、知的資産の活用、事業承継対策を

始めとした各種課題についても積極的に対

応 

 

 

（５）期限の定められている業務等 

 

①政令によって期限が定められた産業用地分

譲業務等 

 

■産業用地利活用実績１７０．２ha（１６年

度実績の７３％増） 

１７年度目標 １３２ha、過去１３年で最

高の水準 

・旧法人から引き継いだ７０団地のうち９団

地（宮田、白鳥、漆生、中泉Ｂ、美祢テク

ノパーク、豊岡中核、若狭テクノバレー、

富山イノベーションパーク、芦別）が完売 

 

○戦略的、機動的な産業用地の分譲 

・機構全職員が一丸となって産業用地の分譲

を推進（産業用地分譲大作戦の推進） 

・個別団地ごとの分譲戦略を策定し実施 

・成功報酬型の産業用地分譲等促進業務委託

協定を１１社と締結（拡充） 

・小区画ニーズへの対応として引き合いのあ

った２２団地３３案件において区画細分化

を実施（顧客ニーズへの対応） 

・土地の位置、形状、時価（不動産鑑定価格、

近傍類似の取引事例等）及び分譲状況等を

勘案し分譲価格の見直しを実施 

・新聞（延べ１５６回）、情報誌（延べ２２

７回）等への広告、ホームページの改良、

メールマガジンの配信等積極的ＰＲを実施 

・賃貸制度を積極的にPRした結果、１７年度

の賃貸実績は４５ha（１６年度２５ha） 

 

○積極的な営業活動の推進 

・地域営業活動強化のための嘱託職員の活用 

・工夫を凝らした広報活動（例 東京モータ

ーショー出展等）、トップセールスによる

営業 

○機構内連携による産業用地の利活用の推進

（例 共同施設事業者が高度化資金を活用

し産業用地に立地） 

○地域の産業集積を図るプロジェクトや、環

境･エネルギー、その他公共公益系施設に係

る用地需要等について、 

調査・検討を進めた結果、公共系及び環境
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②その他期限が定められている業務 

 

中小企業基盤整備機構法附則第８条に基

づく繊維業務（既往保証債務に係る業務を

除く。）については、平成２２年５月３１

日を限度として政令で定める日（検討中）

で業務を終了することとされており、それ

までの間を我が国繊維産業にとって最後の

改革期間と位置付け、構造改革を本格的か

つ集中的に行う。このため、繊維事業者の

自立事業等に集中的に取り組む。 

特定産業集積の活性化に関する臨時措置

法、民間事業者の能力の活用による特定施

設の整備の促進に関する臨時措置法及び輸

入の促進及び対内投資事業の円滑化に関す

る臨時措置法に基づく業務については、着

実に実施する。 

また、いずれも本中期目標期間中に法律

の期限を迎えるため、その時点で機構の業

務の実績の評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②その他の期限が定められている業務等 

 

1）繊維業務 

 

・中小の繊維製造事業者が、賃加工体質から

脱却し、自立するための前向きな取組（自

立化）等に対して積極的な助成を行うとと

もに、内外の繊維関連情報の収集・提供及

び調査研究、人材育成等を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）産業集積活性化業務 

 

・特定産業集積の活性化に関する臨時措置法

に基づき整備した産業用地・貸工場につい

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

②その他の期限が定められている業務等 

 

1）繊維業務 

 

繊維中小事業者等の自立化への取り組み及

び繊維中小企業団体等が実施する展示会・

求評会等に対して助成するとともに、絹製

品の需要開発の促進を図るため、開発試作

に対する助成や、試作品や新作絹織物等の

展示会開催事業を実施する。 

また、併せて先進的な企業経営や情報化の

推進を担う人材の育成を支援する事業及び

繊維中小事業者の情報化を支援する事業を

実施する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２）産業集積活性化業務 

 

特定産業集積の活性化に関する臨時措置法

に基づき整備した産業用地及び貸工場につ

系施設の誘致に成功 

○造成中の産業用地について地元自治体と一

体となって産業振興に有益となる活用プラ

ンを検討 

例 柏崎フロンティアパーク企業誘致推進

協議会（地元企業、有識者、県市、機

構等）において、導入業種の選定及び

地元大学との連携等を検討 

 

 

②その他の期限が定められている業務等 

 

1）繊維業務 

 

■繊維中小企業者への支援 

○繊維事業者の自立的な商品企画や販路拡大

への取り組みを支援～ハンズオン支援の強

化～ 

・助成事業の効果発揮を目指し、商品企画や

事業立案を支援するアドバイス事業を実施 

・販路拡大のため川下企業とのマッチングを

新たに実施し、助成後も確実にフォローア

ップ 

・自立化事業交付決定額 ２５億円（交付決

定件数８８件） 

 

○クリエーションビジネスフォーラムの開催

～ビジネスマッチングによる支援～ 

・産地の優れた匠の技術を持つ素材メーカー

とデザイナーやアパレルが新規連携を図る

ための素材展を３回開催 

（３，０９５人のバイヤー等が来場） 

○日本ファッション・ウィーク（ＪＷＦ）へ

の支援 

日本の繊維産業・ファッション産業が世界

に発信し、国際競争力を高めるため、ファ

ッションショー等の開催を支援 

○その他、「繊維中小企業団体等が実施する

展示会・求評会に対する助成」、「絹製品

の需要開発の促進を図るための開発試作に

対する助成」、「試作品や新作絹織物等の

展示会開催」、「先進的な企業経営や情報

化の推進を担う人材の育成を支援する事

業」、「繊維中小事業者の情報化を支援す

る事業」等を実施 

 

 

２）産業集積活性化業務 

 

■特定産業集積活性化法に基づき整備した産

業用地及び貸工場について､業務実績に関
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４．財務内容の改善に関する事項 

 

・累積欠損金を承継した勘定については、収

支を改善するための取組を着実に実行す

る。 

・産業投資特別会計から出資を受けて実施し

た出資承継勘定のベンチャー企業及び投資

事業組合に対する出資については、投資先

ベンチャー企業等の収益の向上や経営基盤

の安定が図られ、新規株式公開が実現する

よう適切な管理を行うものとする。 

・その他産業投資特別会計による出資承継勘

定の出資先法人等（三セク）については、

各法人の繰越欠損金の減少を目指し、毎年

度の決算、中間決算の報告等を通じて、的

確に経営状況の把握を行い、経営健全化計

画を提出させる等、事業運営の改善を求め

ることとし、事業運営の改善が見られず、

経営状況の一層の悪化が見込まれる場合に

は、関係省庁及び他の出資者とも協議の上、

可能な限り早期の株式処分を図る。 

・その他出資事業については、出資先の経営

状況を適切に把握するとともに、出資者と

して、当該事業の政策的意義、地域経済へ

の諸影響に留意しつつ、業務の改善等株主

としての権利を活用して適切に対処する。 

・産業投資特別会計から出資を受けて実施す

る施設事業については、採択時において収

益の可能性のある場合等に限定するととも

に、実施段階において必要に応じて収益改

ては、法律の期限の時点で機構の業務の実

績の評価を行う。 

 

 

３）民間事業者の能力の活用による特定施設

の整備の促進に関する臨時措置法（以下、

民活法）及び輸入の促進及び対内投資事

業の円滑化に関する臨時措置法（以下、

ＦＡＺ法）に基づく業務 

 

・ＦＡＺ法に基づく既往の出資先については、

本決算及び中間決算等により業況の把握・

分析を行い、その状況に応じて、地方自治

体等と連携しつつ、経営改善計画の策定・

実施を要請し、点検する。 

・民活法、ＦＡＺ法に基づき機構が実施した

業務については、法律の期限の時点で機構

の業務の実績を評価する。 

 

 

 

３.財務内容の改善に関する事項 

 

・累積欠損金を承継した勘定については、収

支を改善するための取組を着実に実行す

る。 

・出資承継勘定のベンチャー企業及び投資事

業組合に対する出資については、新規株式

公開が実現するよう適切な管理を行い、管

理するベンチャー企業株式の上場時におけ

る売却益及び投資事業組合からの収益分配

金により着実に累積欠損金の減少を図るこ

とにより、財務内容を改善する。 

・出資承継勘定の出資先（三セク）について

は、各法人の繰越欠損金の減少を目指し、

毎年度の決算、中間決算の報告等を通じて、

的確に経営状況の把握を行い、経営健全化

計画を提出させる等、事業運営の改善を求

めることとし、事業運営の改善が見られず、

経営状況の一層の悪化が見込まれる場合に

は、関係省庁及び他の出資者とも協議の上、

可能な限り早期の株式処分を図る。 

・施設整備等勘定の出資先（三セク）につい

ては、各法人の繰越欠損金の減少を目指し、

毎年度の決算、中間決算の報告等を通じて、

的確に経営状況の把握を行い、事業運営の

改善を求めることとし、事業運営の改善が

見られず、経営状況の一層の悪化が見込ま

れる場合には、関係省庁及び他の出資者と

も協議の上、可能な限り早期の株式処分を

図る。 

いて、引き続き、その業務実績に関する種

々のデータの収集・蓄積を行う。 

 

 

３）民間事業者の能力の活用による特定施設

の整備の促進に関する臨時措置法（以下、

民活法）及び輸入の促進及び対内投資事

業の円滑化に関する臨時措置法（以下、

ＦＡＺ法）に基づく業務 

 

・ＦＡＺ法に基づく既往の出資先については、

本決算及び中間決算等により業況の把握・

分析を行い、その状況に応じて、地方自治

体等と連携しつつ、経営改善計画の策定・

実施を要請し、点検する。 

・民活法・ＦＡＺ法に基づき機構が実施した

業務について、その政策効果が説明できる

データを収集分析し、法律の期限の時点の

業務実績の評価に資する。 

  

 

３.財務内容の改善に関する事項 

 

・累積欠損金を承継した勘定については、収

支を改善するための取組を着実に実行す

る。 

・出資承継勘定については、管理するベンチ

ャー企業株式の上場時における売却益及び

投資事業組合からの収益分配金により着実

に累積欠損金の減少を図ることにより、財

務内容を改善する。 

・出資承継勘定の出資先（三セク）について

は、各法人の繰越欠損金の減少を目指し、

毎年度の決算、中間決算の報告等を通じて、

的確に経営状況の把握を行い、経営健全化

計画を提出させる等、事業運営の改善を求

める。 

・施設整備等勘定の出資先（三セク）につい

ては、決算事業計画等の報告を通じて、的

確に経営状況の把握を行い、事業運営の改

善を求めていく。また、全三セクを対象と

した連絡会を事務局として開催する等によ

り、地域振興及び経営改善に向けた事業紹

介やコスト削減事例等の情報交換を通じて

三セク個々の相乗効果を図る。 

・その他出資事業については、出資先の経営

状況を適切に把握するとともに、出資者と

して、当該事業の政策的意義、地域経済へ

の諸影響に留意しつつ、業務の改善等株主

としての権利を活用して適切に対処する。

・産業投資特別会計から出資を受けて実施す

するデータを収集・整理 

 

 

 

３）民間事業者の能力の活用による特定施設

の整備の促進に関する臨時措置法（以下、

民活法）及び輸入の促進及び対内投資事

業の円滑化に関する臨時措置法（以下、

ＦＡＺ法）に基づく業務 

 

■民活法、ＦＡＺ法に基づき機構が実施した

業務については、機構の業務実績の評価を

実施 

 

 

 

 

 

 

 

 

３.財務内容の改善に関する事項 

 

■累積欠損金を承継した勘定の収支改善のた

めの取組 

○小規模企業共済勘定 

・小規模企業共済制度において、基本ポート

フォリオに基づく効率的な資産運用に注力

した結果、累積欠損金は大幅に減少する見

込み 

安全かつ効率的な資産運用により累積欠損

金が２，９３２億円減少（前年度比） 

１６年度末▲８，８１８億円→１７年度末

▲５，８８６億円 

・１６年度総利益５４５億円、１７年度総利

益２，９３２億円 →１６年度及び１７年

度の累計＋３，４７７億円 

 

○施設整備等勘定 

・施設賃貸事業について、収益の確実性を図

る観点から各施設ごとの収支の把握・分析

を実施 

特に入居率の低い施設について重点的な入

居促進活動を実施 

かずさバイオインキュベーター ５０．２

％（年度初）  

→ ８０．０％（年度末） 

クリエイション・コア福岡 ３７．０％（年

度初）  

→ ６５．８％（年度末） 

・施設整備等勘定の出資先（三セク） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

小規模企業共済勘定について、効率的

な資産運用に注力した結果、累積欠損金

が大幅に減少した。産業用地事業につい

て、団地毎の分譲戦略策定や柔軟な価格

設定により、利活用が促進されることで

収入が増加し、工業再配置勘定は、累積

欠損金を解消させることができた。以上

のことを含め、累積欠損金を承継した５

勘定のうち、４勘定で収支改善が図られ

た（出資承継勘定のみは、承継した株式

の評価損により約１億円の欠損増加）こ

とは、計画を上回る成果が得られたもの

と評価でき、財務内容については【Ａ評

価】とした。 
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善に向けた取組を行うものとする。 

・これらを含め、出資業務、債務保証業務、

融資業務、施設整備等業務、共済業務とい

った財務の健全性を確保するべき業務につ

いては、出資等の支出とそれをまかなうべ

き資金回収等とのバランスを確保するた

め、貸倒実績率等を踏まえたリスク管理を

行うなど、そのための適切な措置を講じる。 

 

・その他出資事業については、出資先の経営

状況を適切に把握するとともに、出資者と

して、当該事業の政策的意義、地域経済へ

の諸影響に留意しつつ、業務の改善等株主

としての権利を活用して適切に対処する。 

・産業投資特別会計から出資を受けて実施す

る施設事業については、採択時において収

益の可能性のある場合等に限定するととも

に、実施段階において必要に応じて収益改

善に向けた取組を行うものとする。 

・債務保証業務については、中期目標期間中

における新規保証累計に係る実質代位弁済

率（回収控除後の率）を３％以下（平成１

５年度末までの実績率１２％）とすること

等により同期間中の収支均衡に努める。 

 

・既往の債務保証案件については、貸付金融

機関と連携しつつ、債務保証先の業況に応

じた適切な層別管理を行う。 

・債務保証業務により発生する求償権の回収

については、機構において、回収の難易度

に応じた債権管理を徹底し、法的清算が終

了したものについては償却処理を実施する

とともに、回収可能性の残るものについて

は、機構自身による回収に加えて、債権回

収専門業者による回収及び所要の調査を委

託するなど、回収に係る費用と回収額との

バランスにも留意しつつその回収促進をは

かる。 

・この他、財務の健全性を確保するべき業務

については、この中期計画に定めるところ

を始め、そのための必要な措置を高じる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

る施設事業については、採択時において収

益の可能性のある場合等に限定するととも

に、実施段階において必要に応じて収益改

善に向けた取組を行うものとする。 

・債務保証業務については、政策的要請に配

慮しつつも、収支計画を踏まえ、事業リス

クの合理的分散を図るとともに、関係部署

と連携して保証後の業況の安定に留意し、

新規保証累計に係る実質代位弁済率（回収

控除後の率）を３％以下とする業務運営に

努める。 

・既往の債務保証案件については、貸付金融

機関と連携しつつ、債務保証先の業況に応

じた適切な層別管理を行う。 

・債務保証業務により発生する求償権の回収

については、機構において、回収の難易度

等に応じた債権管理を徹底するとともに適

切な償却処理を実施する。 

・回収可能性の残るものについては、機構自

身による回収に加えて、債権回収専門業者

による回収及び所要の調査を委託するな

ど、回収に係る費用と回収額とのバランス

にも留意しつつその回収促進をはかる 

・土地譲渡割賦債権及び貸付債権について回

収額の最大化に向け、個別債務先の財務内

容を分析する等により、状況に応じた適切

な措置を講じ、計画的に回収を進める。 

・この他、収支の健全性を確保するべき業務

については、この年度計画に定めるところ

を始め、そのための必要な措置を講じる。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

毎年度の決算、中間決算の報告等を通じて

経営状況を把握、必要に応じて経営健全化

計画を提出させ事業運営の改善を図った 

・１６年度総利益６億円、１７年度総利益１

７億円 

 →１６年度及び１７年度の累計＋２３億円 

 

○工業再配置等業務特別勘定及び産炭地域経

過業務特別勘定 

・産業用地事業について団地ごとの分譲戦略

策定や柔軟な価格設定により、用地の利活

用促進を図ることで収入増に努めるなど収

益改善に努めた 

＊工業再配置等業務特別勘定 

・１６年度総利益１５億円、１７年度総利

益３１億円 

 →１６年度及び１７年度の累計＋４５億

円 

＊産炭地域経過業務特別勘定 

・１６年度総利益１２億円、１７年度総利

益１１億円 

 →１６年度及び１７年度の累計＋２３

億円 

 

○出資承継勘定 

・承継出資先について、新規株式公開が実現

するよう適切な管理を実施し、これらのベ

ンチャー企業株式の上場時における売却等

により収支改善を図った 

IPO実績１件（取得価額２４百万円→売却３

０２百万円）による利益を含む、株式の上

場時売却等による利益＋４２１百万円 

関連会社株式等評価損計上 ４８３百万円 

・出資承継勘定の出資先（三セク） 

毎年度の決算、中間決算の報告等を通じて

経営状況を把握、必要に応じて経営健全化

計画を提出させ事業運営の改善を図った 

・１６年度総利益４億円、１７年度総損失１

億円 

→１６年度及び１７年度の累計＋２億円 

 

■債権・出資先等の適切な管理 

○旧３法人の出資３セクを効果的に管理する

べく組織体制を整備（１７年４月） 

○３セク出資先からの経営ヒアリングの徹底

やアドバイザー派遣の実施 

○融資事業に係る貸付債権や土地譲渡割賦債

権について、個別債務先の財務内容を分析

し管理を徹底 

○高度化事業 

・アドバイザー派遣等を通した都道府県の債
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４.予算、収支計画及び資金計画 

（１）予算（別紙１－１） 

   【運営費交付金の算定ルール】 

（別紙１－２） 

（２）収支計画（別紙２） 

（３）資金計画（別紙３） 

 

 

５.短期借入金の限度額 

 

（１）限度額 

 運営費交付金の受入の遅延、業務運営等に

係る資金の暫時立て替え、その他予見し難

い事象の発生等により生じた資金不足に対

応するための短期借入金の限度額は、８６

４億円とする。 

 

６.剰余金の使途 

 各勘定に剰余金が発生したときには、後年

度負担に配慮しつつ、各々の勘定の負担に

帰属すべき次の使途に充当する。 

 

・職員の資質向上のための研修等 

・広報活動の充実 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

４.予算、収支計画及び資金計画 

（１）予算（別紙１） 

（２）収支計画（別紙２） 

（３）資金計画（別紙３） 

 

 

 

 

５.短期借入金の限度額 

 

運営費交付金の受入の遅延、業務運営等に

係る資金の暫時立て替え、その他予見し難

い事象の発生等により生じた資金不足に対

応するための短期借入金の限度額は、８６

４億円とする。 

 

 

６.剰余金の使途 

各勘定に剰余金が発生したときには、後年度

負担に配慮しつつ、各々の勘定の負担に帰属

すべき次の使途に充当する。 

 

・職員の資質向上のための研修等 

・広報活動の充実 

権管理の強化、不良債権処理の促進 

・都道府県と連携し債権回収の検討会・研究

会を実施 

 債権管理事務・実務研究会を５回、延滞債

権等に関する債権管理回収手法研究会を４

回開催 

・貸付先の経営状況の把握及び経営不振先等

への専門家派遣の実施（経営不振の兆候が

ある支援先に対する支援を強化） 

○中小企業倒産防止共済事業 

 サービサーの活用、延滞に対する初期対応

の強化、マニュアル整備等を通した回収の

強化等の結果、回収率は改善 

（貸付回収率：１６年度末８３．０％→１７

年度末８３．８％に改善） 

○債務保証業務 

・既往の債務保証先については、業況に応じ

た層別管理を実施 

・債権管理・回収の専門的知識と経験を有す

る金融機関ＯＢ（１名）を嘱託として採用

し、職員とともに求償権の回収を進めると

ともに、求償権償却事務取扱要領を整備し、

求償権の償却に努めた 

（１７年度の求償権等の回収実績は約８０百

万円、１６年度比２５%増） 

 

 

４.予算、収支計画及び資金計画 

（１）予算（別紙１） 

（２）収支計画（別紙２） 

（３）資金計画（別紙３） 

 

 

 

 

５.短期借入金の限度額 

 

■ ２０８億円 

 

 

 

 

 

 

６.剰余金の使途 

■剰余金は発生しなかった 
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・任期付職員等の新規採用 

・職場環境の改善、福利厚生の充実 

・施設の充実、改修 

・重点業務への充当（ベンチャー支援、

新事業展開支援、再生支援等） 

・繊維業務への充当（目的積立金の使途） 

 

 

７. その他主務省令で定める業務運営に関す

る事項  

 

（1）施設及び設備に関する計画 

 

・インキュベーション施設の整備を行う。（イ

ンキュベーション施設 １３，０２０百万

円） 

[注]金額は見込みであり、予見しがたい事

情により追加的な施設整備、改修等が追加

されることがある。 

 

（2）人事に関する計画 

 

・期初の常勤職員数：８８４人 

・期末の常勤職員数：７８５人 

中期目標期間中の人件費総額見込み：４５，

４４２百万円  

上記の額は、役員報酬並びに職員基準内給

与、職員諸手当、超過勤務手当て及び退職

手当に相当する範囲の費用である。 

 

（3）中期目標期間を超える債務負担 

 

・該当なし 

 

（4）積立金の処分に関する事項 

 （前期中期目標期間終了後の積立金の処理

について） 

 

・該当なし 

 

（5）その他の重要事項 

 

・該当なし 

・任期付職員等の新規採用 

・職場環境の改善、福利厚生の充実 

・施設の充実、改修 

・重点業務への充当（ベンチャー支援、

新事業展開支援、再生支援等） 

・繊維業務への充当（目的積立金の使途）

 

 

７. その他主務省令で定める業務運営に関す

る事項  

 

(1)施設及び設備に関する計画 

 

・インキュベーション施設の整備を行う。（６

ヶ所 ３，６９２百万円） 

[注]金額は見込みであり、予見しがたい事

情により追加的な施設整備、改修等が追加

されることがある。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

７. その他主務省令で定める業務運営に関す

る事項  

 

(1)施設及び設備に関する計画 

 

・インキュベーション施設の整備（６ヶ所 

３，６９２百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【その他の事項】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増大する新規ニーズへの積極的な対応

との目標と人員削減目標とを両立させる

ため、新規採用の抑制、出向者の活用、

外部専門家の活用など積極的な措置を講

じている。また、関連公益法人等への随
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【組織運営に関する総括的・横断的指標】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【総合評価】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Ａ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

意契約を見直し、３法人の統合体におけ

る円滑な会計処理との困難な課題につい

ても、トップが先頭に立った工程管理に

より実現した。これらにより計画以上の

成果が見受けられたと判断し、【Ａ評価】

とした。 

 

 

 

 新連携事業、市場化テストなど、中期

計画にない新しい政策課題への取組、外

部専門家の活用とレベルアップ、トップ

セールスによる機構の認知度、ブランド

力の向上、地域密着型の事業への積極的

な取組などが高く評価でき、組織運営に

関する総括的・横断的指標については【Ａ

評価】とする。 

 

 

 

○ 業務運営の効率化に関しては、地方事

務所の自主的な統廃合の実施などに

より、人員配置を機動的に変更。地方

支部には目標を上回る人員（５１．１

％）を配置。これらにより中小企業の

新たな支援ニーズにも対応できる体

制を構築。経費面でも目標を上回る削

減率を達成（一般管理費は２年間で２

１．７％減、運営費交付金は前年度比

３．９％減）。 

 

○ 国民に提供するサービスの質の向上

に関しては、新連携支援など中期計画

にはない新しい政策課題にも積極的な

取り組み。中小企業大学校の自己改革

の一環として「市場化テスト」へも積

極的に取り組み。産業用地は、目標を

大幅に上回る１７０ｈａを利活用。 

 

○ 財務内容の改善に関しては、小規模

企業共済勘定で累積欠損金の大幅な改

善が図られたほか（▲８，８１８億円

→▲５，８８６億円）、ほとんどの勘

定で収支を改善。 

 

○ 以上のことから、中期計画に記載さ

れていないことも含めて積極的な対応

が図られており、中期計画を十分に上

回る優れたパフォーマンスを発揮した

と認められることから、平成１７事業

年度の総合評価は、【Ａ評価】とした。
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